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はじめに

戦後40年にわたる国民のたゆまぬ努力の結果，我

が国の国民生活は著しく向上したが，内外の激しい

経済社会の条件変化の中で，現在，大きな転換期に

さしかかっている。

長い間，人生は50年であると考えられ，人々の生

活構造や社会の仕組みはこれを前提として形づくら

れてきた。しかし，戦後，日本人の平均寿命は急速

に伸長して世界最長の水準に達し，今や，「人生80年

時代」を迎えようとしている。また，明治以来急速

に増加して，100年余の間に3倍以上になった我が国

の人口は・近年，出生率の低下によりその増加率を

低め・今後半世紀は，大きな変動のないままで推移

する可能性が強く，我が国は本格的な高齢化の時代

を迎えることになる。

一方，戦後の経済発展の過程を通じ，所得・消費

の面を始めとして，国民の生活は豊かになった。こ

うした中で，技術革新・情報化は急速に進展し，国

民生活の各面に様々な影響を及ぼしつつある。また，

我が国の国際社会での経済的地位の高まりの中で，

国民生活の面においても一層の国際化が進むものと

考えられる。

このような著しい環境条件の変化の中で，我が国

の国民生活は，今後，大きな変貌を遂げていくもの

と考えられるが，これまでの人口急増と「人生50年」

の中で形成されてきた就業，社会保障，教育・学習，

住宅・生活環境等の経済社会システムの下での国民

生活には，現在，様々な問題が生じつつあり，さら

に，今後も予想される急速な環境条件の変化は，国

民生活をめぐる諸問題を一層顕在化させていくと予

想される。

したがって，「人生80年時代」にふさわしい新たな

経済社会システムの構築が求められているが，まさ

に現在から高齢化が本格化する21世紀に至るまでの

十数年間は，働く年齢層の割合が高く，国民の貯蓄

率も高いという経済的潜在力が豊かな時期に当たっ

ており，新しい世紀を，国民の一人一人が，長い生

涯を安心で生きがいを持って過ごすことのできる長

寿社会とするための，貴重な準備期間であると考え

られる。

勤勉な国民の総力によって達成した高い所得水準

と高度産業社会という，これまでの我が国の成果を

基盤にして，従来よりは一段とレベルの高い，真に

人間性を発揮できるような人生80年時代の国民生活

の実現に向けて，経済発展の成果をより積極的に活

用していくことが今や時代の要請となっており，ま

た，それが可能な段階になっている。

以上のような問題意識の下に，国民生活審議会は，

昭和59年7月，同審議会に総合政策部会を設け，長

期的かつ総合的な観点から，生活の視点に立脚した

今後の国民生活の基本的方向を明らかにするため，

「人生80年時代の新たな経済社会システムのあり

方」について調査審議を行うことを決定した。調査

審議に当たっては，総合政策部会の下に政策委員会

が設けられ，60年6月には，それまでの審議の成果
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長寿社会の構図

を中間的にとりまとめ，審議会の議を経て，委員会

中間報告「長寿社会への構図」として公表した。

政策委員会においては，中間報告の成果とこれに

対する批判・意見等を踏まえつつ，技術革新・情報

化．国際化と国民生活との関わり，21世紀初頭の社

会像・人生80年時代の生涯生活像，長寿社会にふさ

わしい経済社会システムの課題等について様々な角

度からさらに検討を深めてきた。

本報告は，そうした成果をもとに，人生80年時代

に対応した新たな経済社会システムとその構築に向

けての総合的方策のあり方を提示しようとするもの

である。

本報告の構成は以下のようになっている。

第Ⅰ部は，いわば現状編であり，「1．経済社会の

変化と国民生活の変容」では，国民生活をとりまく

経済社会の条件変化として，高齢化を始め，技術革

新・情報化，国際化についてその現状と変化の方向

を明らかにし，そうした中で生じている生涯生活構

造の変容を分析するとともに，こうした国民生活を

めぐる経済社会条件の変化に対してそれを支える経

済社会のシステムが対応できない場合の問題点を，

「懸念される事態」として描いている。

また，「2．現行経済社会システムの現状と問題点」

では，現行の経済社会システムの問題点を，主要な

サブシステム毎に提起している。

第Ⅱ部は，21世紀の活力ある豊かな長寿社会に向

けての社会の選択を提示することを意図しており，

「1．活力とゆとりある社会をめざして」において

は「(1)人生80年時代の社会像」で，21世紀初頭の社

会の姿について，これまでの変化を踏まえつつ，め

ざすべき社会像として描いている。「(2)人生80年時代

の生涯生活像」では，長寿社会における国民生活の

あり方を，ライフステージ毎に区切って，典型例を

中心として描いている。「(3)人生80年時代の経済社会

システムの設計条件」では，(1),(2)を踏まえ，21世

紀の長寿社会の経済社会システムを構築するための

基本的な設計条件を明らかにしている。

次いで．「2．人生80年時代の経済社会システムの

あり方」では，長寿社会にふさわしい経済社会シス

テム構築のための，基礎条件を含めた共通的課題と，

主要なサブシステムについての課題を提示している。

また，「参考資料」は，生涯生活時間配分フレーム

分析についての作業の概要である。

なお，本委員会の検討は，就業者のうち，主とし

て雇用者を念頭に置いて行ったものである。

第Ⅰ部　歴史的転換期を迎えて

1．経済社会の変化と国民生活の変容

我が国経済社会は，歴史上類をみない高度成長を

通じて，急速なスピードで工業化を実現し，今や高

度産業社会へと大きな変貌を遂げた。この間，国民

生活も世界最長の平均寿命の実現，欧米先進諸国と

肩を並べる所得水準の達成，サービス支出の増大等

にみられる消費内容の高度化，耐久消費財の急速な

普及による生活の質的向上等，多くの面で着実な改

善を遂げてきた。

しかし，急速に進行しつつある高齢化をはじめ，

技術革新の進展，情報化，国際化等，近年，我が国

を取り巻く経済社会情勢の変化は一層著しく，国民

生活の様々な側面で大きな影響を与えている。

こうした環境条件の変化の中で，我が国が21世紀
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へ向けて歩む道のりは，まさに，我が国経済社会の

大きな転換期であり，国民生活のあり方も大きく変

容していくものと考えられる。

以下では，（1）で，人口の動向と急激な高齢化の進

行についてみた後，併せて今後の国民生活を展望す

る上で関わりの深い技術革新．情報化，国際化につ

いてもその動向を概観する。

（2）では，こうした中で生じている国民の生涯生活

構造の変容を生涯生活時間，生涯生活コストの両側

面からスポットを当てることにより明らかにする。

（3）では，高齢化を始めとする経済社会の環境変化

に適切に対処し得ない場合の諸問題を指摘する。

（1）経済社会の変化

①　人口の動向と高齢化

ア　人口の動向



明治初年に約3500万人であった我が国の人口は，

その後，急速に増加し，昭和60年10月現在では約1

億2000万人と，このl00年余I）の間に3倍以上になっ

ている。しかし，近年，女子の高学歴化や職場進出

に伴う平均初婚年齢の上昇，第一次ベビーブーム世

代の高出産期からの離脱等を要因とする出生率の大

幅な低下により，人口増加率は鈍化してきており，

これまでのような人口急増期は終わりを迎えている。

厚生省人口問題研究所の推計（56年11月，中位推

計）によると．今後半世紀は・我が国の人口は，1

（百万人）

人

口

規

模

80

億2000万人から1億3000万人強の間で推移していく

ものと見込まれている。地域別には，これまでのよ

うな大都市圏への人口集中は緩和されるものの，結

婚・出生適齢期人口の多い大都市圏での人口増加が

大きくなるものとみられる。

また，世帯について見ると，これまで都市を中心

に雇用者世帯が増加するとといこ．世帯規模が縮′」・

してきておI），こうした傾向には今後も大きな変化

がないものとみられる。

図1－1総人口の推移
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（注）1・年平均人口増加率は、5年毎の人口に指数増加曲線をあてはめて算出。
2．明治初年一大正9年は、安川正彬「人口の経済学」春秋社（昭和52年）

大正9年一昭和58年は、総務庁「国勢調査」等、昭和59年以降は厚生省
人口問題研究所「日本の将来推計人口一昭和56年11月推計」。

（出典）人口問題審議会編「日本の人口・日本の社会」
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長寿社会の梯川

イ　高齢化の進行

国民の平均寿命の動向をみると，59年には，男子

74・5歳，女子80．2歳と．25年前に比べ，男女とも約

10歳伸長し．今や世界最長の水準に達している。こ

うした平均寿命の伸長と出生率の大幅な低下により，

我が国の人口構成は，世界でも例をみないほどの急

速なテンポで高齢化しつつある。高齢化の水準（総

人口に占める65歳以上人口の比率）が7％から14％

に上昇するのに要する年数をみると．欧米諸国では

45－115年かかっているのに対し，我が国の場合は，

わずか26年で到達するものとみられるO　また，高齢

化の水準も60年10月現在では10・3％であるが，75年

（2000年）には．15・6％とほぼ欧米諸国並みとなっ

た後．更に急上昇し．21世紀初頭には欧米諸国の水

準を上回る高さになるものと見込まれる。

また．地域別にみると，これまで，若年層の大都

市圏への移動により非大都市圏で高齢化の水準が高

くなってきたが，やがて・特に大都市圏の高齢化が

急速に進行する時期を迎えるとみられる。

表Ⅰー1　‡用者世帯比率と一世帯当たり人員

（出典）厚生省「厚生行政基礎調査報告」

図1－3　主要国における高齢化の状況

1860　　1880　　1900　　1920　　1940　　1960　　1980　　2000　　2020

（注）厚生省人口問題研究所「人口統計資料集」（昭和58年）
（出典）昭和59年厚生省白書
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図Iー2　平均寿命の伸びの国際比較

平均寿命（歳）

昭和35

（注）厚生省「日本人の平均寿命一昭和57年簡易生命表」（昭和58年）
（出典）人口問題審議会編「日本の人口・日本の社会」
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長寿社会の構図

図Ⅰー4　都道府県別にみた老齢人口比率

（注）総務庁統計局「昭和59年10月1日現在推計人口」
（出典）昭和60年厚生自書

23



ゃ

次に，働き盛りの人々がどれほどの高齢者（65歳

以上）と子供（15歳未満）を養っているかを示す従

属人口指数をみると，現在は扶養負担の軽い時期に

当たっており，年少従属人口と老齢従属人口の構成

は変化するものの，全体としては21世紀まで，比較

的低い水準で推移する。しかし，21世紀に入ると・

生産年齢人口と従属人口の相対関係が大きく変化し，

従属人口指数は急増するものとみられる。

②　技術革新．情報化，国際化

（技術革新・情報化）

欧米先進国からの技術導入と自己開発の努力によ

I）進展した我が国の技術革新は，新幹線のように世

界の最先端をいくものも現れるなど．戦後の高度成

長と所得向上の原動力となり，技術水準は現在かな

りの分野において世界のトッブクラスとなっている。

特に，近年．高度集積回路（LSI）等に代表される

エレクトロニクス，セラミックス・高分子材料など

従
　
属
　
人
　
口
　
指
　
数
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5

0

40

30

の新素材，医薬品生産等多様な利用が期待されてい

るバイオテクノロジー等ライフサイエンスといった

新たな技術開発の活発化により「新技術革新の時代」

と呼ぶにふさわしい時代を迎えている。中でも，エ

レクトロニクス技術の進展を中心に，情報処理技術

と電気通信技術の結合によI）高度情報化が進み，国

民生活の諸側面での情報化を加速させる大きな要因

となっている。

職業生活面をみると・ファクトリーオートメーシ

ョンやオフィスオートメーションなどにより重労

働・危険作業の軽減や事務の効率化等が進んでいる

他，データベース業や付加価値通信網（vAN）業等

の新産業分野が形成されつつあI），新たな雇用の創

出が期待されている。また，各方面で研究が進めら

れている人工知能（AⅠ）は我々の生活に様々な影響

を与える可能性がある。

図I．5　従属人口指数の推移
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大正9年一昭和58年は、総務庁「国勢調査」等，昭和59年以降は厚生省
人口問題研究所「日本の将来推計人口一昭和56年11月推計」。

（出典）人口問題審議会編「日本の人口．日本の社会」
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長寿社会の構図

一方，家庭消費生活面では，マイコン内蔵の質の

高い家電製品が普及するとともに，磁気カードによ

る現金自動受払機等（ATM，CD）の利用などが日

常生活に定着しつつある。また，ビデオテックスや

CATV等の家庭への導入も始まりつつあり，今後新

しい情報通信システムを利用したホームショッピン

グ等の発展の可能性もある。

さらに，社会生活面では，既に大型コンピュータ

による一般の行政情報システムや救急医療情報シス

テム等の拡充による行政サービス，医療体制などの

効率化，公害監視システムや交通管制システムなど

の整備に伴う安全体制の進展かみられる他，近年，

放送衛星による辺地難視聴地域をカバーした衛星放

送，テレビジョン文字多重放送等が開始され，また，

教育機会の拡大を図る放送大学が開校されている。

今後は，例えば遠隔医療システムによる辺地医療や

コンピュータ支援教育システム（CAI）を用いた効率

的な教育・訓練，ニューメディアの新たなコミュニ

ティ形成への活用など，多くの分野において技術革

新・情報化が国民生活に一層浸透していくことが期

待されている。

（国際化）

資源小国である我が国は経済及び国民生活を維持

する基盤そのものが世界との相互依存関係によって

成り立っており，経済大国となった今，国際社会に

おける地位も高まり，その主要メンバーとしての責

任も重くなってきている。

国民生活や経済と国際化との関わりをみると，ま

ず「モノ」の国際化という面では，貿易依存度を高

めつつ先進国の中でも有数の地位を占めるに至って

おり，製品輸入等も徐々に増加し，外国製品の消費

も国民の間ではかなり定着していると言えるが，貿

易収支の大幅黒字等を背景に欧米先進国との間で貿

易摩擦が生じ重大な問題となっている。また「カネ」

の面では，金融政策など国際的影響を多大に受ける

ようになってきており，金融の国際化が直接・間接

に国民生活へ与える影響は一段と増加している。こ

のように，「モノ」，「カネ」の面における国際化は既

にかなり進展してきている。一方，「ヒト」の面で

は，海外渡航者（60年；495万人，対50年比2倍

増），訪日外国人（同；226万人，同3倍増），海外長

期在留邦人（59年；23万人，対49年比2倍増）など

人の交流は数の面では年々増加傾向にあるが，バー

セプションギャップといわれるような相互認識の不

十分さなどが指摘されている。また，「情報」の面で

は，テレビの衛星同時中継，国際ダイヤル通話の普

及など国民生活における国際的メディアの急激な発

展がみられる。

このように，我々の日常生活の多くの分野におい

て国際化は浸透してきており，今後も一段と進むと

予想される。

（2）国民の生涯生活構造の変容

①　生涯生活時間

国民の平均寿命の伸長に伴い，生涯を通じた生活

時間は，男子で約65万時間，女子で約70万時間と，

25年前に比べ10万時間近く増加している。

生活時間の内訳をみると，例えば雇用者の年間総

実労働時間がこの25年間に約2400時間から約2100時

間へと300時間短縮しているなど，生涯を通じて，生

活時間に占める労働時間の割合は減少してきている。

これに加えて，平均寿命の伸長に伴い，職業生活か

らの引退後の期間が長くなっていること，また，女

子については，早期に子育てが終了し，その後の期

間が著しく長期化していることなどから，生涯を通

じて有する自由時間は大きく増加している。しかし，

我が国の年間総実労働時間は，アメリカ，イギリス

の約1900時間，フランスの約1700時間，西ドイツの

約1600時間など，欧米諸国と比較すると，依然とし

て長い（図Ⅰ－6）。この背景として，週休二日制や

長期休暇制などの休日・休暇制度が，我が国は他の

先進諸国に比べて普及が遅れているということがあ

る。また，生活時間を年齢別にみた場合，20歳代後

半から50歳代にかけての働き盛りの世代において，

他の年齢層に比べ労働時間・家事時間が長く，自由

時間が短くなっている（図Ⅰ－7）。

一方，所得水準の上昇や基礎的ニーズの充足等生

活の量的充実，自由時間の増大等を背景として，国

民の生活意識は個性化，多様化し，高次サービスへ

のニーズの高まり，文化欲求の増大等が進んできて

いる。このような中で，余暇に対する国民の関心度

は高まっており，労働と余暇のバランスのとれた生

活を重視する人々や，余暇の積極的な活用の中に生

きがいや充実感を見出す人々が増加しつつあり，生

活における自由時間の重要性が高まってきている。
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芽

このように生涯を通じた生活時間配分をみると．

特定の年齢層に労働時間，自由時間が集中し，時間

的ゆとリの偏在の問題が顕在化してきておリ，生活

水準の向上に伴い高ま1）つつある国民の新たなニ

でに応えきれない状況となっている0

②　生涯生活コスト

昭和59年度「国民生活白書」では．人生80年時代

における平均的なライフサイクルに．基づいてモデル

世帯を設定（夫婦と子供二人．子供は二人とも大学

進学）し，生涯収支計算を行っている（図1－8）。

これによると，平均寿命の仲良，出産期間の短縮

等によるライフサイクルの変化，生活ニーズの高度

化，多様化等によ1）・とI）わけ中年期において，各

種の生活コストが集中し・家計を圧迫している0　な

かでも・子供の高等教育機関への進学による教育費

負担・住宅取得に伴う住宅ローン支払等の生活コス

トの集中が，中年期における経済的余裕感を乏しい

ものにしている。このことは・子供の教育費は同じ

条件として，住宅を取得した場合と取得しない場合

について，あるいは住宅は取得しないが，子供が大

学へ進学した場合と進学しない場合についての生涯

支出のモデル計算を行った結果からも分かる（図Ⅰ

－9）。

このように生涯を通じたコストの分布をみると，

特定の年齢層に大きな経済的負担が集中しておI），

収入と支出のアンバランスの問題が顕在化してきて

いる。

ア　　　イ　　　　フ　　　西

メ　　　　キ　　　　ラ　　　ド

リ　　　1」　　／　　　イ

本　　　カ　　　ス　　　ス　　　ッ

（注）1．EC及び各国資料による。
2・労働省労働基準局賃金保用二部企画課推計

図Iー7　自由時間の性別・年齢階層別内訳
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（注）ここでいう「自由時間」とは、本調査の「3次活動時間」のことであり，
趣味・娯楽，スポーツ・交際等一般に「余暇時間」と呼ばれるものにあたる。

（出典）総務庁統計局「社会生活基本調査」（昭和56年）
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図Iー8　モデル世帯の生涯収支（57年価格）
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（注）1．総務庁「全国消澤実態調査」（54年）．「消費者物価指数年報」（57年）・
労働省「賃金構造基本統計調査」（57年）．「退職金支給実態調査」（56年）
文部省「保磯者か支出した教育普調査」（57年）．「学生生活調査」（57年）
等による。

2・年金給付の計算は厚生年金保険によるものとした。
（出典）経済企画庁「国民生活自書」（59年）
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図I－9　モデル世帯生涯支出
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（注）図I－8のモデル世帯の生催支出を基に，各モデル世帯（二人大学・持家．二人大学・賃貸，二
人高校・賃貸）の生涯支出を以下により計算したものである。

①　二人大学．持家；
夫22歳から34歳までは．モデル世帯の規模に応じた広さの借家に住むものとし・夫35歳時
に2，200万円の新築分譲住宅を購入し・1，335万円を借入れ．年利6％で20年間で返済す
るものとした（家賃については．建設省「住宅需要実態調査」（58年）による）。

②　二人大学．賃貸；
モデル世帯の規模に応じた広さの借家に住むものとした（家賃については①に同じ）。

③　二人高校．賃貸；
教育費については・②のモデル世帯の教育費よI）大学における教育費を差し引いた（家賃
については②に同じ）。
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長寿社会の構図

（3）高齢化の進行等に伴う問題点

急速な高齢化の進行とそれに伴う生涯生活構造の

変容・技術革新・情報化，国際化等は，国民生活に，

既に様々な影響を与えつつあるが，将来は，職業生

活・家庭生活など各面にわたって一層大きな影響を

及ぼすものと考えられる。その影響は，今後，人生

80年時代に対応した経済社会システムの構築などの

対応が早期にかつ適切に行われない場合には，大き

な歪みとして現れてくるおそれがある。

特に高齢化の進行は，経済社会の活力と世代間の

負担の変化を通じて，雇用，社会保障を始めとする

既存システムにとって大きな試練となることが確実

である。

すなわち，生涯にわたる経済生活の安定という観

点からは経済的負担が中年期を中心とする現役勤労

世代に益々集中するとみられることである。今後，

高齢化が急速に進行する中で，高齢者の能力活用が

雇用の面で適切に進められなければ，相対的に減少

する若年層における労働力需給のひっ迫，増大する

高齢層における就業機会の不足等年齢間の労働力需

給の不均衡が拡大し，失業率が上昇することが考え

られる。この場合には，年金等の社会保障負担と租

税負担を合わせた公的負担は，現在．主要先進諸国

の中では最も低い水準にあるものの，今後，高齢化

の進展等により20年もの長期にわたる高齢者の引退

後の生活を支えるため，長期的には上昇することと

ならざるを得ず，これを負担する勤労世代は経済面

で厳しい状況におかれるおそれがある。

また，生涯生活時間の面でも，現在みられる世代

別の余裕の偏在が一層顕著になるとみられることで

ある。現在，生涯を通じた時間的な余裕は現役勤労

世代，特に中年期には乏しく，高齢期には多いとい

う状況にあるが，今後，高齢層と青年層．中年層と

の間で労働機会の再配分が適切に進められない場合

には，高齢層においては自由時間が大部分を占める

生活を送ることとなる一方で，現役勤労世代におい

ては労働時間が長いままとなり，世代別の偏在が一

層顕著になるおそれがある。

このように，生涯生活コスト，生涯生活時間の両

面で，勤労世代に負担が集中することになれば，ひ

いては個人，家庭，地域，企業等経済社会の活力が

失われることになるおそれがある。現役勤労世代へ

の負担の集中は，その勤労意欲に悪影響を及ぼすと

ともに就業の意欲と能力のある高齢層が就業できな

い場合には生きがいの喪失にもつながる。また，現

役勤労世代は男女とも勤労生活に追われることとな

り・大事な子育て期や老親の扶養期に十分なケアが

できないなど家庭における養育機能や老親の介護機

能が大きく低下することが考えられる。さらに，趣

味，社会参加活動等を通じて実現される人々の交流

も高齢世代を中心とするものに傾斜し，こうした活

動が地域社会等にもたらす活力も現役勤労世代の参

加の下に行われる場合と比べて，その内容，多様性

等の面で制約を受けることが考えられる。

以上のように高齢化の進行は様々な問題点を我々

に投げかけており，早急に対処する必要がある。さ

らに，我が国における高齢化は，技術革新に伴う情

報化及び国際化の進展とほぼ同時期にかつ複雑にか

らみあって到来するため，これらに対し全体として

適切な対応が行われなければ，国民生活に重大な悪

影響を及ぼすことも想定される。

すなわち，技術革新・情報化の進展は，職場にお

いては生産性の向上，危険な壮事や肉体労働の減少

等を可能とし，家庭生活や地域生活においては安全

の確保，質の高いサービスの供給をもたらしており，

さらには高齢化社会に対応するための新たな可能性

をも生みだすものであり，今後とも国民生活の向上

に寄与することが期待される反面，技術革新．情報

化の進展に伴う産業・就業構造の変化に適切に対応

できない場合には，雇用面に厳しい影響を及ぼす可

能性がある。また，オフィスオートメーション化や

頭脳労働の増大によるストレスの過度の蓄積等労働

環境上の問題を深刻にするおそれもある。一方，家

庭生活，とりわけ消費生活においては，消費者が情

報に過度に依存してしまうことによる主体性の低下，

消費の分野における情報量の増大に伴い多くの不正

確な情報が流通するおそれ，ニューメディアを用い

た無店舗版売等の拡大に伴う消費者トラブルの増大

などが懸念される他，家庭サービスの機械化や外部

化により，従来家庭が持っていた生活の知恵が世代

間で伝承されないこととなり，家庭機能が一段と低

下するおそれがある。また，高度に情報化された経

済社会は，事故，災害に対して極めて脆弱であるこ

と，個人情報に関するプライバシー侵害のおそれが

あること，コンピュータ犯罪という新たな犯罪を生

むことなど，従来確保されていた安全性が失われる
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可能性があることも指摘しなければならない。さら

に、現代の技術革新の進展は利用の仕方いかんによ

っては人間の生活のあI）方そのものに大きな影響を

与える可能性もある。例えばライフサイエンスの進

展は．臓器移植の例に見られるように．人間の尊厳，

倫理との関係等人間の生き方，考え方との関係まで

大きな課題を投げかけている。

また・国際化の進展に関しては・内需中心の経済

構造への転換と国際協調，国際社会で通用する人材

の育成等に努めなければ，国際的依存度の高い我が

国にとってその存立が脅かされるような大きなダメ

ージとしてはね返ってくるおそれがある。また・今

後とも海外で生活する日本人が増えてくることから，

在留邦人子女の教育機会の確保及び帰国子女受入体

制の充実．医療体制の整備等生活基盤の充実が図ら

れなければ．海外での生活が益々厳しいものとなI），

国際化の進展の障害になる可能性がある。

2．現行経済社会システムの現状と問題点

1・では，急速な高齢化の進行を始めとする経済

社会の変化，生涯生活構造の変容，さらには・生活

意識の高度化，多様化等によって，我が国の国民生

活が，人生50年型から人生80年型へと変貌しつつあ

ることをみた後，人生50年を前提とした現行の経済

社会システムが維持されるとした場合の国民生活を

めぐる諸問題を指摘した。以下では，こうした諸問

題の制度的背景として，国民の生涯生活を規定する

様々な制度的枠組みに閲し，就業・社会保障，教育・

学習，住宅・生活環境の各分野を取り上げ．これら

について，現在生じている問題点及び今後生じると

予想される問題点を明らかにする。

（1）就業

昭和60年において，15歳以上人口の61．4％を占め

る就業者のうち・雇用者は74・3％と就業者の約4分

の3を占めるに至っている（図Ⅰ－10）。就業者に占

昭和30年　　　　　　35　　　　　　40

（出典）総務庁統計局「労働力調査」
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長寿社会の橋川

める雇用者の割合はここ30年間に約33ポイント増加

し，雇用者数は約2．5倍になっている。その中におい

て．終身雇用を基本として年功賃金制，企業内福利

厚生等．企業と従業員との緊密なつなが1）の上に立

った我が国の雇用慣行は，従業員の生活保障や勤労

意欲の高揚をもたらし，高度経活成長の原動力とな

リ．二度の石油危機を乗り切る等これまでの我が国

の経済発展に大きく寄与するととい二海外からも高

く評価されてきた。しかし・人口の高齢化．女子労

働者の増大・技術革新の進展．経満のサービス化・

ソフト化，国際化等雇用をめぐる状況が変化してい

る中で・従来の雇用慣行のままではこれらの変化に

的確に対応し・国民のニーズに十分応えることがで

きない面が出てきている。

（高齢者雇用）

平均寿命の伸長により生涯生活時間が大幅に増大

する中で，高齢者の就業ニーズは，経活的理由とと

もに健康上の理由や生きがい・充実感の追求等の精

神的充足の面からも高い。高齢者の労働力率をみる

と，60年に男子で65歳以上は37．0％と低いものの，

60－64歳は72・5％と依然高水準にある。しかしなが

ら・高齢者が一たん離職した場合．その再就職の機

会は量的にも少なく・質的にも限定されておI）（図

1－11），高齢者が企業内の教育訓棟等を通じて蓄積

した技能や経験が雇用の場で再び生かされる可能性

は低く・企業における高齢者の雇用の継続が望まれ

ている。

図I．11年齢別常用有効求人倍率の推移（各年10月）

昭和48年　49　　50　　51　　52　　53　　54　　55　　56

（注）1．昭和57年以降の「24歳以下」は「29歳以下」
「25－44歳」は「30～44歳」である。

2．昭和57年に作成要領の一部改正を行った。
（出典）労働省「職業安定業務統計」
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このような中で，定年制の状況をみると，60年に

おいて60歳以上定年制を実施する企業の割合は，55・

4％と一律定年制を採用する企業（全企業中定年制を

有する企業87・3％，うち一律定年制採用企業80．5％）

の半数を超え（55歳定年27・0％）・今後改定を決定ま

たは予定する企業を含めると68・7％に達すると見込

まれている（図1－12）。定年制を定めている企業の

うち勤務延長・再雇用制度のある企業も74．1％と4

社に3社の割合となっておI），また大企業を中心と

する定年年齢以前からの出向や高齢者会社，関連企

業等への転籍等多様な形態での雇用延長が進められ

ている。さらに，新しいポストの創設や中高年教育

の充実の一方で早期退職優遇制度の導入等の従業員

の高齢化に対する対応もみられる。

このように．企業において様々な高齢化対策が図

られているものの，その実態をみると．同一企業で

65歳まで制度的に雇用を継続している企業は少ない

状況にある。定年延長後の処遇については，資格，

仕事の内容では変わらないとする企業が多数を占め

るが．役職や貸金（基準内）については変わらない

とする企業が半数を占めるものの・役職が変わった

り貸金（基準内）が下がった1）する企業も少なくな

い。勤務延長・再雇用制度については，対象者の範

囲が「特に必要と認めた者」に限られている場合が

多く，必ずしも希望者全員に適用される制度とはな

っていない。特に再雇用の場合の処遇は・役職や資

格が変わるとか．貸金（基準内）が下がるとする企

業が多い。すなわち，雇用延長後の賃金，処遇は一

般労働者とは別体系である場合が多いのが現状であ

る。また，定年延長に伴って人事管理制度等を改定

した企業における内容は，賃金体系や退職金の見直

し等賃金に関する改定が多く，教育訓練．専門職・

資格制度の改定等は少なくなっている。このような

企業側の高齢化対策の状況をみると，これまではど

ちらかといえば，コストを抑えるための方策に主眼

が置かれていたといえる。しかしながら、今後長期

化する職業生涯を通じてマイクロェレクトロニクス

化，経済のサービス化等の変化に対応していくため

図I・12　定年年齢別企業割合の推移

51　　　　　　53

年　　　　　年

（出典）労働省「雇用管理調査」

55　　56

年　　年

57　　58　　59　　60

年　　年　　年　　年
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長寿社会の構図

には・若年入社時から退職まで，体系的な職業能力

の開発，向上の下で適材適所の従業員配置を行う等

の一貫した雇用管理が必要となってくる。このよう

な雇用延長後をも含めて人事．労務管理が一貫する

中で，労働者は生涯生活設計を立てることが容易と

なI），企業にとっても，従業員のモラールの向上，

ひいては企業活力の維持，向上が図られることにな

るが．その体制は未だ確立されていないといえよう。

60歳定年制実施企業の割合が一律定年制企業の過

半数を占めるまでに増大している現在，60歳代前半

層の就業対策が重要な課題となってきているが，一

方，この層は健康や能力及び家計維持の手段等にお

いて個人差が大きく，短時間勤務や任意就業を希望

する者の割合も増える等就業に対する意欲も多様で

あI），これらのニーズに見合った多様な雇用機会の

（時間）
2，400

2，300

2，200

2，100

2，000

1，900

確保が十分に図られているとはいい難い状況にある。

（労働時間の短縮）

勤労生活の質的向上に対するニーズが高まり，さ

らに自由時間を単なる休養としてではなく，多様な

自己実現の機会としてとらえる傾向の強まりがみら

れる。特に，経済活動を支えている現役世代につい

ては時間的余裕が乏しく，またマイクロエレクトロ

ニクス化の進展から生じるテクノストレス等，勤労

者のストレスは増大していることからも自由時間の

増大，仕事と余暇の調和が強く望まれている。

このような中で，我が国の労働時間をみてみると，

年間総実労働時間は過去において長期的には減少を

続けてきたとはいえ，なお国際的にみても高水準に

あり・所定内．外労働時間とい二長い（図Ⅰー13）。

また，週休二日制の普及率をみると・59年時点でな

図I・13　労働者1人平均年問結実労働時間の推移

：‥‥‥‥〆ぐぐこ㌦ニニニ宗長㌔：〆；；。。竿二二＝∴二禰労働時間
調査産業計

昭和30年　　　35　　　　　40　　　　　45464748495051525354555657585960

（注）1．昭和30，35，40年の調査産業計はサービス業を除く
2・年平均月間実労働時間を12倍した
3・規模30人以上

（出典）労働省「毎月勤労統計調査」
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んらかの形で週休二日制を導入している企業の割合

は51・2％，適用労働者の割合は77・3％であるが，そ

のうち完全週休二日制の普及率については，企業割

合は6・7％，適用労働者割合は27．0％にとどまってい

る（図1－l4）。さらに，年次有給休暇の平均付与日

数は，59年において労働者一人当たり14・8日である

が，その取得日数は8・2日で，取得率は56％と低い状

況にある。

労働時間の短縮が進まない理由としては，石油危

機以降に生産性上昇率が低下しまた労働力需給が緩

和したこと，企業別労働組合が多いため産業全体へ

の波及力が弱いこと，及び雇用調整が主に所定外労

働時間の増減により行われるため所定外労働時間が

長めになっていることがあげられる。その他，関連

企業や取引先に対する企業の横並び意識が強いこと

や．職場の状況が休暇を取りにくい雰囲気にあるこ

と及び労働者自身，余暇選好の強まりがあるものの

依然として所得選好の意識が強いこと等の問題も重

要である。

（女性の就業）

ライフサイクルの変化や高学歴化等を背景として

女性の就業意欲が高まり，女性の職場進出が進んで

いる。その中において，有配偶女子雇用者が増加し，

女子雇用者に占める中高年齢層の割合が増大し，女

子雇用者の勤続年数が長期化している。年齢別女子

労働力率をみると，30歳前後の子育て期及び40歳代

を中心に上昇傾向もみられるが，全体的には20歳代

の若年・未婚者と40歳代の中年・既婚者にそれぞれ

頂点のあるM字型であり・ライフサイクルを考慮し

た就労バターンを示している（図Ⅰ－15）。

図Ⅰ・14　週休2日制普及率の推移（調査産業計）

昭和45年　46　　47　　48　　49　　50　　51　52　　53　　54　　55　　56

（出典）労働省「賃金労働時間制度等総合調査」（58年以前9月，59年12月）
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長寿社会の構図

女性の就業意識としては，20歳以上の女性のうち，

「職業をもち，結婚や出産などで一時期家庭に入り．

育児が終わると再び職業をもつほうがよい」と考え

る者の割合が半数近くを占め．次いで「職業をもち，

結婚や出産の後も仕事を続けるほうがよい」と考え

る者が約2割となっている（図I－16）。また，15歳

以上の無業女子就業希望者の約半数（50・4％）が「バ

ート．アルバイトの仕事をしたい」と考えているが，

そのうち約85％は家事をしている有配偶者である。

こうした女性の就業意識を反映して，パートタイム

労働者は家庭主婦層を中心に急増してきている。パ

ートタイム労働は家事，育児等家庭生活との両立を

図I）つつ家計補助を行いたいという女性のニーズと，

業務量の繁閑や勤務時間の多様化への対処，経費軽

減・生産．版売量の増減に応じた雇用調整の容易さ

という企業ニーズが一致した就業形態といえよう。

一方，女子パートタイム労働者の現状をみると，臨

時．日雇も多く，職業分野は事務・技術・管理部門

よりも現業部門に集中している。また，有期雇用契

約が反復更新されたり，労働時間が普通勤務の者に

比べて必ずしも短くない場合もある。これらパート

タイム労働者の処遇，労働条件等については，雇入

れの際の労働条件が不明確である場合が多い等，安

定した職場としての適正な雇用管理や労働条件が整

備されていない状況にある。

このような中で，出産，育児等の時期に離職した

後，それまでに形成したキャリアを生かす形でもと

の企業等に再雇用されるいわゆる女子再雇用制度に

関心が高まっているが，現在のところ，女子のみに

適用される再雇用制度の実施事業所の割合は7．0％

（56年）にすぎない。さらに・出産，育児期等にも

就業を望む女性も増えつつあるが，職業生活と育児

の両立を図I）継続就業を容易にする育児休業制度を

実施している事業所の割合は14・3％（56年）の水準

である。今後，経済のサービス化．ソフト化に伴っ

て，女子の雇用者化が益々進むことが予想され，ま

た勤続年数の長期化等によI）高齢女子雇用が増加し，

高齢女子の能力開発，処遇という問題が顕在化しよ

う。しかし，これに対して，現在は，女性自身が生

涯を見通した職業生活の設計が行い得るような多様

な就業の選択肢が整備され，女性の能力が積極的に

活用されているとはいえない状況にある。

0

図I．15　年齢階級別女子労働力率
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図Iー16　女性が職業をもつことについて
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（注）47年は18歳以上の女性，59年は20歳以上の女性の回答
集計結果

（出典）総理府広報室「婦人に関する意識調査」（47年）
同　　上　「婦人に関する世論調査」（59年）
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（2）社会保障

我が国の社会保障制度は．これまで目標としてき

た西欧諸周と比較しても遜色のない水準に達してい

るといえよう。

しかし．社会の基礎単位である家庭が核家族化し，

地域においても新たなネットワークの形成は不十分

な状態にあるなど人々が孤立しがちな社会構造とな

っていること．また，そのような構造の中で社会の

褐雑化が進行していること，そして急速に高齢化が

進行していること等から，様々な問題が発生してい

る。

①　健康・医療

「健康」については，病気の反対と考える時代は去

り，「肉体的・精神的及び社会的に良好な状態にあ

1）．単に疾病又は病弱が存在しないことではない」

（WHO憲章）ととらえる時代に入ったといえよう。

このような健康観からは，健康指標は，死亡や疾病

等による健康阻害の減少という健康の消極的（ネガ

ティブヘルス）だけでな〈，よ1）高い健康度の達成

をめざす健康の積極面（ポジティブヘルス），すなわ

）
0歳

8

（

平
均
寿
命
　
　
乳
児
死
亡
率
．
新
生
児
死
亡
率
（
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生
千
対
）

07
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0
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O
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ち，ストレスや環噂の変化に負けずに即応できる肉

体的・精神的な適応力の強さも含めて考える必要が

ある。

生涯を通じての健康状態を総合的に示す代表的指

標は平均寿命（0歳児余命）であり（ただし．この

指標は．病気にかかって入通院した後回復した場合

のその間の健康阻害まで反映するものではない），終

戦直後の男性50．06歳・女性53．96歳から一貫して伸

長し，昭和59年に男性74．54歳・女性80・18歳という

世界最高の水準に達している（図Iー17）。平均寿命

の伸長には，昭和40年代半ば頃までは乳幼児の死亡

率低下の貢献度が大きく．それ以降では65歳以上の

高齢層の死亡率低下が貢献している。また，平均寿

命伸長の背景としては・医療機関の整備や医療従事

者の増加・公衆衛生の向上，医学・医療技術の進歩

など医療供給サイドの量的質的充実があI），一方．

医療需要サイドでも．昭和36年の国民皆保険を契機

とする医療保険制度の充実が医療を身近なものにし

たこと．そしてこれらのよI）大きな背景として国民

の生活水準や教育の向上をあげることができる。

図I．17　平均寿命の伸長

昭和22　　25　　　　30　　　　35　　　　40　　　　45　　　　50　　　　55　　　　59（年）

（注）1．厚生省「生命表」，「簡易生命表」，「人口動態統計」による。
2．平均寿命は，0歳の平均余命である。

（出典）国民生活自書（60年）
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国民の健康水準は．以上のように全体として向上

してきたといえるが，健康については次のような問

題が生じている。

ア　疾病構造・有病率等の変化

我が国の疾病構造は,悪性新生物，脳血管疾患，

心疾患といったいわゆる成人病が死因の中心を占め

る構造になっているが，これら3疾患による死亡数

の総死亡数に占める割合は，昭和30年36．5％，40年

50.7％，59年61.9％と一貫して増大してきている（図

Ⅰ－18）。

国民の傷病の状況を示す有病率や医療機関での受

療状況を表わす受療率は上昇してきている（図1－

19）。これらの上昇原因の一つは，人口高齢化であ

る。それぞれの指標について人口の年齢構成の差異

を取リ除いた「標準化有病率」「標準化受療率」と有

病率，受療率の動きを対比してみると，昭和40年代

後半までは実体としても上昇したが，その後は単に

人口が高齢化し，有病率・受療率とも高い高齢者が

増加したことで上昇したことが分かる。なお，昭和

40年代後半まで実質的に上昇した原因としては，医

療保険の充実により医療が身近になったことなどを

あげ得よう。

イ　精神障害，自殺の増加

社会が複雑化し都市化・過密化が進んだため,精

神的健康をとりまく環境は必ずしも良い状況にある

とはいえなくなってきている。このため，ストレス

が増大し,重い場合には筒状態や神経症，心身症状

態を示すようになり，さらには精神障害の引き金に

もなり，自殺へとつながる場合もある。また，アル

コールや睡眠薬への依存・覚醒剤等の乱用により，

精神的，身体的に障害を招くケースもある。

精神障害受療率は全体として増加するとともに，

より高い年齢層で多発するようになっている。また，

近年，75歳以上で高くなってきており，痴呆性疾患

を始めとする老化に伴う精神障害の増加傾向の表れ

といえる（図1－20）。

また，自殺死亡率をみると，33年に25．7と戦後最

初のピークに達した後に急速に低下し再び緩やかな

上昇に転じている（図Ⅰ－21）。男女別に見ると，近

年は，男性は上昇傾向にあるのに対し，女性では低

下傾向にあり，59年には女性は男性の半分以下の水

準にある。

ウ　国民医療費の増加

アでみたとおり受療率の上昇等に伴い，国民医療

費も増加してきている。国民皆保険体制が整備され

た昭和36年には5,130億円（国民1人当たり5．4千円）

であったがその後急増し，昭和56年以降最近の伸び

率は低下しているものの，昭和58年には14兆5，438億

円（同121．7千円）となっている。このような推移の

中で増加要因を考えると，有病率が高く治療期間も

長くならざるを得ない高齢者が増加したこと，治療

期間の長くかかる成人病が増加したこと，医療水準

の向上をもたらすX線CT（断層撮影装置）のよう

な高度医療機器の開発など医学・医療技術が著しく

進歩したことがあげられる。

年齢別に医療費の額をみると，70歳以上の1人当

たり平均医療費は，70歳未満の者の5.2倍となってい

る（昭和58年度）。

エ　医療供給体制

我が国の医療供給体制は，病院数や医師数．看護

婦数の推移からもわかるように全体としてはかなり

高い水準に達している。しかし，問題の一つとして

一般病床数や医師数等におけるかなりの地域的な偏

在があげられる。都道府県別に人口当たり病床数を

みると，最高である高知県と最低の千葉県の間には

3倍以上の開きがあり，医師数（人口10万人当たり）

についても，最高の東京都と最低の埼玉県の間は約

2.5倍の格差がある（昭和59年度末）。

第二に，医療機関の機能分担が不明確であり，し

たがってこれを前提とする医療機関相互間の連携の

有機化が不十分なことがある。我が国は自由開業制

を原則としているため，各病院，診療所は独立に設

置されており，相互の間では必ずしも有機的な連携

がなされていない。また，例えば，高度な機能を有

する病院に軽症の患者が多数来院し，そのため，そ

の病院本来の高度な機能が十分発揮されなかったり

というように，医療機関が本来の機能を十分に発揮

していない場合も多い。さらに，上記ア及びイでみ

たように，急速な高齢化や疾病構造の変化に対処す

るため，近年，保健医療分野において，治療重視の

体制から，健康増進・予防から治療・リハビリテー

ションまでの包括的医療体制へと重点の移行が進め

られているが，この方向を一層強力に推進する必要

がある。
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図Ⅰ・18　主要死因の死亡率（人口10万人対）

図Ⅰ．21自殺死亡率（人口10万人対）の年次推移
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長寿社会の構図

図I・19　有病率，受標率の推移

（千億円）

受
　
療
　
率
（
人
口
1
0
万
対
）

0007

000
・

6

000
・

5

111一Il一Illll L lll11！l t II L Ill L ll上＋l⊥

昭和28　30　　　　　　35　　　　　40　　　　　45　　　　　　50　　　　　5556575859（年）

（備考）1・厚生省「患者調査」，「国民健康調査」，「国民医療費」による。
2．有病率，受療率の30年から55年までは5年ごとにプロットした。
3，有病率，受療率について・人口の年齢構成の差異を取り除いて観察す

るために標準化率を試算した。

4．標準化〈夏雲芸）＝

観察集団の
1年齢階級
の

有病率
受療率

基準人口集団の
×その年齢階級の

人口

の各年齢階

級について

の総和

基準人口集団の総数

ここでは，基準人口集団は昭和10年の日本の総人口を用いた。

（出典）国民生活自書（60年）
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図I．20　年齢別にみた精神障害受標率の推移

10　　　　　20

歳　　　　　歳

資料：厚生省統計情報部「患者調査」
（出典）厚生自書（60年）
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長寿社会の梯川

②　福祉

今後の福祉の分野で一層重要になってくる老人福

祉サービスの現状をみることとする。

まず・高齢者の生活状況は，70歳以上の人々のう

ち・過去1年間に31日以上床についた者が17・5％あ

る一方，50．1％は健康に日常生活を送っているとい

う実態である（表Ⅰ－2）。また．有病率をみると・

70歳以上の人々の場合平均3倍となっている。こう

したことから・高齢期が健康保持に取り組む上でい

かに病気と共生するかが課題となるライフステージ

といえる。次に．高齢者の世帯状況では・核家族化

（単位：％）

の進行や単独世帯の増加という世帯全体の動向が反

映し，昭和60年において．高齢者（65歳以上）がい

る世帯（全世帯の25・3％）のうち，三世代世帯の占

める割合は減少しており（高齢者がいる世帯の46％

程度），全体としては・65歳11」二の．単独世常と夫婦の

みの世帯が増加している現状にある（表Ⅰ－3）。

こうした状況の中で，ねたき1）老人及び痴呆性老

人などの重度の介護を必要とする高齢者への対応が

進められている。また，こうした高齢者に対する対

策と並行して・健康な高齢者向けの健康保持．健康

増進対策の必要もある。

表Ⅰ－2　性一年齢階級別にみた全世帯員の過去1年間の就床日数及び受標日数

昭和59年

過去1年間の就床日数 過去1年間の受療日数

総　　数
全く床に
就かなか
った

1－10日

程度床に
就いた

11－30日
程度床に
就いた

31日以上
床に就い
た

総　　数

全くかか
らなかっ
た

1－10日

程度かか
った

11－30日

程度かか
った

31日以上

かかった

総　　　　　数

男

女

0　－　4　歳

5　－14

l5　－　24

25　－　34

35　－　44

45　－　54
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（出典）厚生省「国民健康調査」

表Ⅰ・3　高齢者の世帯状況　　　　　　　　　　（％）

（出典）厚生省「厚生行政基礎調査」
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晋

ア　公的部門

従来の高齢者の福祉施策は，低所得層を対象と

する施設収容型の方法であ1），私的な扶養能力が

社会全体に十分にあった時代の処遇方法といえよ

う。しかし．高齢者が人口全体の10％を超え，今

後さらに増加する趨勢の下では．介護の場，方法

などについて高齢者の希望等に沿うことが必要に

なってきている。こうした点について，高齢者の

希望をみると，介護の場としては長年住み慣れた

家庭や地域がよいとされておI），家族や隣人等と

のふれあいが重要視されているとみることができ

る。高齢者の福祉対策は・こうした状況を背景と

して従来の施設入所型から在宅型へと大きく転換

されつつある。もちろん，一方で．核家族化の進

行等私的扶養の条件が大きく低下し，高所得者で

も介護者がいないなどのケースや，家族の手にお

えない重度の老人が増加することから，施設面で

の対応を行っていくことも重要であるが，全体と

しては在宅福祉の方向を強化することが求められ

ている。

まず，ねたき1）老人については．昭和59年時点

で約48万人に上1）（図I－22）男性が約18万人，

女性が約30万人と女性が圧倒的に多い。また，そ

の介護の場所は，特別養護老人ホーム，病院及び

家庭となっているが，その過半数が家庭内で介護

を・受け，介護者は．主たる介護者の9割以上が女

性という実態にある。高齢者側も，介護を綿む相

手として家族を望む者が8割を超え・豪政婦等の

他人や施設入所を望む者は1割にも満たない（表

Ⅰ一4）。

在宅福祉を進める上においては，ねたきり老人

の介護に伴う負担について・一般に，家庭の精神

的・物理的な負担はあまI）にも大きいと指摘され

ていることから家庭の負担をいかにして軽減して

いくかが課題である。このため・在宅ケア向けの

対策として，家庭奉仕員（ホームヘルパー）派遣

事業．日常生活用具給付等事業・在宅老人短期保

護事業（ショートステイ），デイサービス事業（通

所・訪問）等の事業が行われているが．さらに・

介護に必要な専門知識の提供等についても保健・

医療・福祉の専門機関がバックアッブするととも

に，心身両面で，地域の人々が支援に加わるよう

図I・22　入院・入所・在宅別ねたきり老人数の推移

昭和53年

昭和56年

昭和59年

36．2万人

41．2万人

47・8万人

（注）1・厚生省統計情報部「厚生行政基礎調査」，「社会福祉施設調査」
2・単位　万人。（）内は構成比。なお，「入所」とは特別養護老人ホームの入
所者を指す。ねたきり老人とは，65歳以上で6か月以上ねたきりの者をいう。

（出典）厚生自書（60年）
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長寿社会の構図

な体制の整備が急務である。また，家庭での介護

が困難な重度のケースについては，特別養護老人

ホーム等において介護等が行われている。特に特

別養護老人ホームは，近年，年間100か所以上の整

備が進められ，昭和59年現在全国1505か所が整備

されているが，依然として入所待機者が全国で多

数にのぼっている。

次に・痴呆性老人については，昭和59年度で全

国に約56万人程度いると推計されている。介護の

場としては，老人ホーム，精神病院に各3万人，

在宅が約50万人となっている。年齢と出現率との

関係は，東京都の調査（昭和55年）によれば，65

歳以上（在宅）の約4．6％となっており，その出現

率は年齢が高まるにつれて上昇している。

痴呆性老人対策は，①予防対策，②痴呆性老人

や家族に対する介護の援助，③老年期痴呆の発現

機序と治療方法等の研究，等が進められている。

具体的には，予防対策として，健康教育・健康診

査，痴呆の一原因である脳血管疾患等の予防のた

めの保健事業や老後における社会参加促進事業が

実施され，また，介護の援助としては，特別養護

老人ホームへの受入れ体制の整備，老人精神衛生

相談・訪問指導・家庭奉仕員派遣．デイサービス

事業等の在宅向け事業等が実施されているが，今

後の後期高齢人口の増加に対応していく必要があ

る。また，痴呆に関する研究としては．究明中の

アルツハイマー型痴呆を始めとして痴呆に関する

臨床病理学等の分野における研究が進められてい

るが，高齢者及び社会の双方にとって，健やかに

老いることがますます重要になってきている。こ

れらに対応するため，老化に関する研究開発及び

福祉機器の研究開発の一層の推進が必要となって

いる。

さらに，在宅福祉への転換を進める上では．在

宅介護と施設入所のケース間でみられる費用負担

上の不均衡問題や・あるいはねたきり老人を収容

する機関間の機能分担の不明確化等の問題を解決

する必要がある。この一環として，「老人保健施設」

（いわゆる中間施設）の制度化が予定されている

が・その中で，適正な費用負担のあり方・施設間

の機能分担等について検討が行われているところ

である。

表Ⅰ－4　ねたきりとなった場合に介護を頼む相手方

（60歳代男女の意識）

・一・－∴■L・・二一1＿．・、‾・・・・・．．．∴チ・・二・＿∴■■・・．－・一

（注）1性別欄の（）内は，配偶者が面倒みれなくなった場合について再掲したものである。
2　調査対象は，全国60歳以上70歳未満の男女

（出典）総務庁老人対策室「老後の生活と介護に関する調査」（昭和56年10月調査）
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イ　民間部門における福祉の展開

近年，所得水準の向上，自由時間の増大等に伴い，

女性や高齢者を中心にして，福祉ボランティア活動

に対する関心が高まっており，社会福祉協議会への

助成等を通じてボランティア活動が自主的かつ安定

的に実施されるようその基盤整備が進められている。

また，福祉サービスの分野への民間企業の参入が進

んでおり，高齢者を対象としたいわゆるシルバービ

ジネスについて，その健全育成を図るとともに，そ

の永続性と安定性，提供するサービスの質の確保等

に関して必要な規制と誘導を行っていくという見地

から，検討が進められている。

③　年金

年金制度については，公平で長期的に安定した年

金制度を21世紀においても確保するため，昭和60年

に制度改革が行われたところである。年金の将来に

ついては，人生80年時代の到来に伴って，受給人口

の増大と受給期間の長期化，加入期間の伸長等がも

たらされることにより，給付費の規模が急速に拡大

し，その結果，制度を支える現役世代の負担が増え

ていくことが予測されているが，改革前の制度では，

給付水準が現役世代の負担とのバランスを失するほ

どに過大なること，職域により制度が分立している

ため，産業基盤の変化による制度基盤の不安定化等

の問題があること等により改革が行われたものであ

る。今後は以上の措置を含め，給付と負担の両面に

わたって制度間調整を進め，公的年金制度の一元化

を図る必要がある。また，経済社会の活力の維持，

向上という観点からは，高齢者雇用の動向とバラン

スをとりつつ，支給開始年齢の引上げに取り組んで

いくことが今後の課題である。

今回の公的年金制度の改革によって，年金の給付

水準は，標準モデルの場合，平均加入期間が今後40

年程度に伸長しても，現在と同様の現役勤労世帯の

平均収入の69％程度になるように変更された。この

水準は，国際的にみても遜色のないものである。し

かし，老後生活費のうちこれを超える部分をどう確

保するかが次の課題としてあり，企業年金について，

中小企業への普及を促進したり，個人のニーズに応

じて給付ができるように改善を図るほか，個人年金

や貯蓄，生命保険など個人資産の活用も必要になろ

う。

（3）教育・学習

現在の我が国の教育・学習システムとしては，学

校教育をはじめ，社会教育，職業能力開発等の組織

的なもののほか，家庭教育等各種の非組織的な教

育・学習がある。また，各種社会環境の教育・学習

に及ぼす感化力も大きい。

まず，学校教育は，体系的，組織的な教育であり，

日常生活や職業に関して必要な知識，技能，態度の

習得及び社会性や自主自立の精神・国家や伝統への

正しい理解と国際協調の精神，情操のかん養・基礎

体力の向上など，知・徳・体の調和のとれた人間形

成をめざした総合的な教育を行っている。社会教育

では，公民館，図書館，博物館等の学習施設の整備，

指導者の養成確保が図られ，各種の学級・講座や自

主的学習活動が行われているほか，地域住民の連帯

感や生きがいの増進を図る地域活動及び学習活動等

のための各種相談事業等が行われている。また，職

業能力開発は，企業における企業内教育訓練と公共

職業訓練施設における職業訓練を中心とした職業訓

練体系の整備により進められてきた。企業内教育訓

練は，いわゆる終身雇用慣行と深く結びついた形で，

新規学卒者に対する採用直後の訓練とその後の仕事

を通して職場で行う教育訓練（OJT）や職場を一時

的に離れて行われる教育訓練（Off－JT）により実施

されている。さらに，家庭においては，子供に対し

て，親子の接触を通した基本的な信頼関係を確立さ

せるとともに生活のための基本的習慣，自律性．自

主性を身につけさせるほか，子供の発達段階に応じ

て適切な援助，協力をするなど，人間形成にとって

極めて重当な教育機能を持っている。このほか，人

は生活全般の様々な経験をすることにより意図せざ

る学習を行っている。意図せざる学習となる人生経

験は，人が生きていく過程で得た様々な情報の有機

的体系であり蓄積であると考えることができるが，

その情報源は学校教育，社会教育，職業能力開発，

家庭教育のほか，地域住民との接触，テレビ・読書，

自然との接触，友人との対話など多様である。

このように，我が国では，学校を始めとした多様

な学習機会の下で様々な学習活動が行われているが，

近年における生活水準の向上，長寿化の進行に伴う

ライフサイクルの変化，自由時間の増大等生活の各

面にわたる変化，急速な技術革新，情報化，国際化

の進展等を背景として，国民，特に学齢期を過ぎた
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社会人の間に学習のニーズが高まっている。

これは，現在の我が国が人生の初期段階における

教育の比重が大きい社会であるため，人生の初期に

得た知識のみでは，長期化しつつある労働期，引退

期の人生における経済社会の環境変化に対応できな

くなっていること，国民の生活や教育の水準が向上

するにつれ，学習を通して精神的，文化的な充足を

求めるとともに，自分の能力や個性を発揮して創造

的な人生を構築していこうとする欲求が高ま1）つつ

あることを反映するものである。

こうしたニーズに対応するため，生涯学習という

観点が重要になってくるが・現行の教育・学習シス

テムでは以下のような問題がある。

第一に，学習機会相互の連携がとれていないこと

である。生涯にわたる学習機会という観点のみから

は・社会教育，企業内教育，公共職業訓練などの充

実にみられるように，我が国は比較的生涯学習が発

達した社会であるといえる。しかし，例えば，職業

能力開発として企業外で他の学校等の学習機会を利

用する場合には，各学習機会の連携が図1）にくいと

いった閉鎖性を持つシステムとなっており，生涯を

通して，どの学習機会を利用し・どういう内容の学

習をするかということを主体的に決定できるような

環境にはなっていない。

表Iー5　大学・短期大学における社会人の受入れ状況

≒享〒エー．≡三三…＝－≡≡±±．．≠エ≡‡≡≡≡三

・†＿■二＼、・．・∴・・、・・・∴　一一

一．■．・■．、・＼・．．＿・■・、・・、、■、．・

（注）1・本調査における社会人とは・高等学校卒業後相当の期間職業に従事する．あるいは家庭人となるなど，専ら大
学入学のための学習をしている者（いわゆる浪人）以外の者をいう。

2・（）内は，特別の入学者選抜による入学者数を内数で示したものである。
（出典）文部省「大学人学者選抜実態調査」

表Ⅰ－6　大学公開講座実施状況の推移

≡千≡－≡≒
（出典）文部省　社会教育課調
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第二に，自分の希望する時に学習することが必ず

しも谷易でないことである。例えば高等教育は・中

等教育終了後継続して受けることが・－一般的となって

いるため，中等教育終了後に就職した者が後になっ

て高等教育を壕けたいと思っても・受けにくい状況に

なっている。

第三に．費用負担面での制約があることである。

労働期に学習のため仕事を離れようとすると，その

機会費用が本人にとって相当な負担となる。また，

子供の教育費の負担が大きい場合は，親自身の学習

に対する支出を困難にするため，それが親自身の学

習を制約する一因となっている。

このほか・学歴偏重の社会的風潮や過度の受験競

争，さらに，いじめ，校内暴力といった問題行動な

ど，社会的な問題も見られる。

以上は，システム全体に関わる問題であるが・具

体的な環境変化への対応という観点からは次のよう

な問題がある。

％
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歪　80
率

70

60

50

40

30

20

10

0

＼ヽ、

・・．ヽさTこ

（国際化への対応）

経済，社会の広い分野で国際化が進みつつある今

日，教育の分野においても・国際的に通用する人材

の育成，外国人留学生の受け入れ，経済社会開発等

に必要な人材育成に関わる発展途上国への援助など

の要請が高まりつつあるが，これらへの対応はまだ

十分になされていない。また・国際的諸活動の拡大．

職業生活の国際化によI），海外に在留する子女数も

増加の一途をたどっておI），国内と全く違う環噂に

置かれたこれらの子女に対して，海外に在留するこ

との長所を生かしつつ，適切な教育機会を確保する

こと，また，これらの子女の帰国後の受け入れ体制

等について問題が生じている。さらに，国民が海外

の社会，文化を正しく理解し，言語を習得するとと

もに，日本についての正しい理解を海外から得るた

め，教育分野での新たな方策を検討すべき時期にき

ている。

図I・23　教育訓練の方法別実施率（事業所別割合）

＼　、、、
＼、、、、

＼　、、．．・－．
＼

・－．．ー・・・

・　．　．　．　．　・　・　．・

・－．ニ　ー・

．・

．・・・・

、　．．・・ー■・
、

＼　　　　　　　　　　　　　、－、
ヽニーニーニー、　　、－、

、、　　　　　、、

、、

、、

・．．・．・．．

．．

．．・

．．

集合教育訓練（自社）

・・．・．．－・．－・・・－・派遣による集合教育訓練

．－．．．・．・・．計画的なOJT

ニーニー．自己啓発に対する援助

ー．ー・一有給教育訓練休暇の付与

、
、

、、
、

、、　　　　　　、、

、、、　、、－、

、、ぐ・、、
、　こミ

1，000人以上 500

－999

300

－499人

事業所規模

（出典）労働省「民間教育訓練実態調査」（60年度）
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長寿社会の構図

図I－24　外国人留学生在籍者数の推移

（情報化への対応）

教育手段が限られていた時代にあっては，家族や

友人との対話・学校教育等が主なメディアになって

いたが，現在では，テレビ．雑誌等による情報供給

量が著しく増加し・全情報供給量における学校教育，

家族や友人との対話等の割合は低下している。この

ため，学校教育，社会教育，職業能力開発といった，

意図的に行われる教育の機会を相対的に減少させ，

逆に意図せざる学習の機会を増やしている。また，

情報の媒体が文字中心から映像中心へ移る傾向が強

まっていること，体験を伴わない学習の増加による

人間形成への悪影響のおそれがあること等の意味で

も教育環境は変化している。さらに，情報秩序に対

する脅威・情報機器の使用や大量の情報処理等によ

るストレス増大のおそれなどがある。こうした状況

のもとで，人格の形成を始め社会生活に必要な資質
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を身につけるための学習が十分効果をあげ得ないお

それも生じている。

一方，放送大学など情報化のメリットを活用した

施策も見られるが，新しいメディアを使った効果的

な学習方法について，こうした試みをさらに発展さ

せるための研究はまだ緒についたばかI）である。

（自由時間増大への対応）

長寿化に伴う引退後の自由時間の増大を始め・生

涯において増大しつつある自由時間を有効に活用で

きるようにするためには，高齢者，婦人はもとより

勤労者も現役のうちから自由時間の活用能力を高め

ていくことが必要であるが，現在のところ，このた

めの学習環境は必ずしも適切に整備されているとは

いえない。すなわち，現状では，一方的な大量情報

におし流された結果の余暇活動など，生活の向上に

つながらない場合も多くみられる。また，学校教育



や公的社会教育の学習機会が．勤労成人にはあまり

利用されていないことや．スクールビジネスによる

学習機会の提供も郡市に偏っているという問題があ

る。

（家庭．地域の環境変化への対応）

少子化，小家族化，雇用者世帯の増加・女性の社

会進出等が進み，家庭をめぐる環境が変化している。

こうした中で，家庭と学校が果たしていた教育の機

能も変わりつつあI），それぞれの役割が不明瞭にな

っている。また，都市化に伴う地域連帯の希薄化に

より地域の教育力も低下している。

（4）住宅・生活環境

国民が豊かで充実した人生を築いていくためには，

家庭生活の基盤となる住宅と，そのまわりの生活環

境が整っていること，それも住宅・道路．公園・下

水道・学校・文化施設．福祉施設，身近な自然，美

しい街並み等の物的条件だけでなく・日常生活が便

利なこと，安全であること，人と人とのつなが1）に

よって連帯感を持てること，人々の協働を通じて生

活の向上が図れることといった社会的条件が一体と

なって揃っていることが重要である。また・環噂の

あ1）方についても，経済社会の発展を支えていくべ

き，たくましく，知性と感性を兼ね備えた人間形成

ができるようなものでなければならない。

しかし，我が国は経済の高度成長を通じて．国民

の消費生活の面では高い水準を実現したが・住宅．

生活環境は必ずしも十分に整っているわけではなく・

また，ライフスタイルの変化，自由時間の増大等に

伴う国民のニーズの多様化，高度化への対応も遅れ

ている。さらに・国際社会における我が国の地位が

向上した今日．狭い国土を有効に活用しつつ，経済

成長の成果を社会資本ストックの整備に積極的に配

分することによって，安全で快適な，暮らしやすい

住宅．生活環境をつくI），次の世代への遺産として

伝えていくことが重要な課題となっている。

①　住宅

住宅については，終戦直後の．破壊・焼失・復員・

引揚げなどによる大量の住宅不足という状況から着

実に改善が図られ，昭和43年には全国で，48年には

全都道府県で住宅戸数が総世帯数を上回るに至った。

58年には全国の住宅総数は3861万戸，1世帯当たI）

の住宅戸数は1．10に達し，住宅は量的には一応充足

したといえる（表Ⅰー7）。しかし，住宅総数のうち

の8．6％，330万戸に達している空き家の実態をみる

と，例えば東京都，大阪府の場合には建築時期の古

い・民営借家の木造・共同住宅（いわゆる木賃住宅）

が多く，量的には一応充足したというものの，その内

容には問題がある。また，総世帯のうち最低居住水

準未満世帯は395万世帯もあり・住宅の広さ等に対し

て不満を持つ世帯が全体の約5割にのぼるなど（表

Ⅰ－8）・住宅は質的にはまだ十分な水準に達してい

ない。国際的に比較すると，新設住宅1戸当たり床

面積はアメリカ134・8m2，スウェーデン95・1m2・西ド

表Ⅰ－7　世帯数及び住宅戸数の推移（全国）

昭和43年 48　年 53　年 58　年

総　　世　　帯（A）
普　通　世　帯（B）
住　宅　総　数（C）
一世帯当たりの住宅戸数
人の居住する住宅戸数

（C）一（A）

（C）一（A）

千世帯
J「

千　戸

戸

千　戸

25，320

24，687

25，59l

1・01

24，198

27l

904

29，651

29，103

31，059

1・05

28，731

1，408

1，956

32，835

32，434

35，451

1・08

32，186

2，616

3，017

35，197

34，907

38，607

1・10

34，705

3，410

3，700

空
家
等

空　　　　　家（D）
（D）／（C）（空家率）
一時現在者のみの住宅

建　　　　築　　　中

（注）1・総理府統計局「住宅統計調査」による。
2・昭和43年は沖縄県を含まない。
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イツ90m2，フランス88．6m2に対し日本は84・4m2で

ある（図1－25）。床面積の国際比較に当たっては，

各国の定義の差に留意する必要があるが，我が国の

住宅は．これらの数値の上では欧州諸国の水準にお

おむね近付きつつあるといえるものの，その一層の

向上を図っていくことが重要な課題となっている。

都道府県別に，58年の1人当たり畳数をみると，

富山県（11・54畳），石川県（11・31畳）．秋田県（11．04

畳），新潟県（10・60畳）等と・沖絶県（6・80畳），東

京都（7・18畳），大阪府（7．24畳），埼玉県（7・50畳）

表1－8　住宅に対する評価　　　　　単位：％

（出典）建設省「住宅需要実態調査」（昭和58年）

図I．25　新設住宅1戸当たり床面積の国際比較

134・8アメリカ

1970　71　72　　73　74　　75　　76　　77　　78　　79　　80　　81　82　　83　　84

（注’…‥慧冠等差蓋琵雷≡苦言芸ぎ軍蓋‡皇千島琵票謡悪法簑警宝冨器£孟完芸芸豊書誌く。
また．一定面積以下の室は算入しない場合がある。

日本一壁心で計測し．地下室・共同住宅の共用部分のうち・壁等で囲まれた階段室等は含
まれる。

3．外国：．・Annua1Bul1etin0fl10uSingandBuildingStatisticsf。rEur0pe・・（U・N．）・米商務

省資料
日本：「建築統計年報」（建設省）

（出典）経済企画庁「NSI国民生活指標」（昭和61年）
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等との間の格差は極めて大きく，特に．大都市圏の

既成市街地において居住水準の低いことが問題とな

っている。

所有形態別には，根強い持家志向を背景として持

家比率は58年で62．4％となっているが，1戸当たり

平均住宅価格の年収倍率は全国平均で58年には6・7

倍，首都圏平均で7・9倍に達し（表Iー9），住宅価

格と所得のかい離が生じている。また・住宅を中年

期に取得した場合には，ローン返済等の負担が中年

期に集中し，経済的余裕を圧迫しており，これは基

本的には個人の生涯生活設計の問題ではあるが，二

世代住宅ローン制度等住宅取得を行いやすいような

方策が求められている。しかし，持家という安心感

は考慮に入れずに資産としての価値という側面から

みれば，住宅取得の有利性は薄れているといえよう。

一方，59年度の新規住宅着工戸数121万戸のうち持家

系（持家及び分譲住宅）は約6割，借家系（借家及

び給与住宅）は約4割を占め，持家系が伸び悩む中

で．単身世帯の増加等を背景に借家系が伸びている

ことなどから（図Ⅰー26），借家需要が高まりつつあ

るとみられ，こうしたニーズに対応した賃貸住宅の

供給が必要となっている。さらに，持家・借家とも

に，住替えをしようとする人々が豊富な不動産流通

情報の中から適切な選択ができるような情報提供シ

ステムや，増改築をしやすくするための技術開発等

が求められている。

住宅のあ1）方と密接な関係にある世帯の動向をみ

ると，30年には45・4％であった全世帯に占める核家

族世帯の割合は，30年代後半以降急速な増加を続け．

55年には60・3％に達したが増勢は鈍化し．60年には

61・1％となっている。核家族化は進行しつつあるも

のの，その伸びは鈍くなり・むしろ数世代にわたる

家族が，コミュニケーションを保ち・互いに助け合

いながら生活したいという同居，隣居，近居等に対

表1－9　住宅価格年収倍率の推移　　　　（単位：千円，m2・倍率）

住　宅　価　格
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4，424

7．5

（注）1．建設省「建築着工統計」・住宅金融公庫「住宅敷地価額調査報告」，（財）日本不動産研究所「市街地価格指数」・
総務庁「家計調査」による。

2・建築費単価は，居住専用建築物の工事費予定額を床面積で割ったものとした。また，床面積は，着工新設住宅
のうち持家，分譲住宅の床面積を戸数で割ったものとした。首都圏については，埼玉，千葉，東京，神奈川の値
を用いた。

3・住宅地単価は，「住宅敷地価額調査報告」の58年度における敷地価額の全国平均および東京圏の平均を用い，全
国については「市街地価格指数」の全国住宅地価格指数で58年度の全国平均敷地価額を，首都圏については六大
都市住宅地価格指数で58年度の東京圏平均敷地価額を過去にさかのぼった。

4．住宅地面積は，全国は容積率50％首都圏は容積率60％と仮定して算出した。
5・年収は，「家計調査」から全国については全都市，首都圏については東京都区部の勤労者世帯の実収入をとった

（出典）経済企画庁「昭和60年度国民生活自書」
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図I．26　新設住宅着工戸数の推移

43　44　45　46　47　48　49　50　51　52　　53　54　55　56　57　58　59

（出典）住宅着工統計（建設省）
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表Ⅰー10　子供夫婦との住まい方　　　　　　　　　　単位：％

将来の住まい方

現在の住まい方

総　数

将来のす　ま　い方希望

同　　居
同一敷地

別　住宅

同一性棟

別　住宅

同　一市

区町村

他　　の

市区町村

わ　か　ら

な　　い
不　　明

総　　　　　　数 45・2　　　　9・3　　　1．1　　　9．0　　　　5・5　　　13・8　　　13．2　　　　2．8

同　　　　　　居

同一敷地別住宅

同一性棟別住宅

す　ぐ　近　所

（歩いて10分以内）

同一市区町村

他の市区町村

不　　　　　　　明

100

（2，435）

100

（331）

100

（　75）

100

（772）

100

（1，782）

100

（3，552）

l00

（　1）

6・4　　　　0・7　　　　2．4　　　1・1　　　1・8　　　　5．7　　　　5．4

50・8　　　　1．5

11．6　　　　28・0

10・0　　　　1・3

8．1　　　　0．9

7．8　　　　0．8

0．0　　　　0・0

4・2　　　1・8　　　　5・1　　10・3　　　　3・9

5・2　　　　2．6　　　　6・5　　　13・0　　　　6・5

27・7　　　　2・5　　　13・7　　　12．4　　　　2・2

10・8　　　12・1　　16・3　　　15・7　　　1．5

9・2　　　　6．3　　　　21．9　　　17・6　　　　1．6

0・0　　　　0．0　　　　0・0　　　　0．0　　　100

（注）1．現在の住まい方別，将来の住まい方の希望である
2・（）内は実数（単位：千世帯）

（出典）建設省「住宅需要実態調査」（昭和58年）

するニーズが出てきていることから（表Ⅰ－10），こ

れらのニーズに対応した住宅の供給や情報提供等を

拡充することが必要となっている。

②　生活環境

生活水準の向上，自由時間の増大，価値観の多様

化等を背景に，生活環境に対するニーズが高まI），

また，そのニーズの対象も基盤的な生活環境だけで

なく，快適な生活環境に向けられるようになってき

ている。また・定住化や国際化の流れの中で，そこ

に住む人々がふるさととして愛着を感じるような，

国際的評価にも億する美しく魅力的な生活環境の形

成が重要な課題となっているが，その際，健常者だ

けでなく高齢者や身体障害者にとっても暮らしやす

く，日常的な生活が可能となるようにするとともに，

国際的な眼で生活環境を見直し，道路標識ひとつを

とっても外国人に分かりやすくするといった配慮が

必要となっている。さらに，都市づくり等において

は，安全性を十分に考慮することが必要となってい

る。生活環境における施設面では整備が進み，その

整備に一応満足している人が増えてきてはいるもの

の，未だに十分な水準に達していない分野もある。

例えば，基盤的な施設である下水道の普及率につい

52

ては・昭和45年度の16％から59年度の34％へと整備

が進んできたが，イギリス97％，西ドイッ91％，ス

ウェーデン86％等欧州諸国と比較すると・大きく立

ち遅れており（表1－11）・一層の整備が求められて

いる。都道府県別にみても，全国平均を上回ってい

るのは東京都（75％）・大阪府（61％）等の9都道府

県にすぎない状況にあI）・特に和歌山（2％），島根

県（3％），佐賀県（5％）等においては極めて低い

水準にとどまっている。

快適な生活環境をつくるには，代々伝わってきた

街並みなどの歴史的な環境や，緑，水辺，野鳥，小

動物等の身近な自然にふれることができるようにす

ることが特に重要である。しかし，その中から緑に

ついて現況をみると，例えば東京都区部においては

全面積の約9割が市街地となI），平地林，草地等の

緑地率が47年の8．4％から58年には5・0％に減少する

など，大都市圏を中心として緑の喪失が問題となっ

ている。また，自然の中での健康づくりやバードウ

ォッチング等にみられるような自然志向に応えてい

くためにも，既存の自然はできるだけ保全し，必要

なところには新しく自然を創出して緑化を進めてい

くことが必要となっている。緑豊かな街は，都市公
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園の整備，道路緑化等公共による緑化と，住宅地・

工場，企業厚生施設の緑化等民間による緑化があい

まって，はじめて実現される。しかし，現実には，

公共の緑について，例えば1人当たり公園面積を国

際比較すると，ロンドン30．4m2・ニューヨーク19．2

m2，バリ12・2m2に対し東京23区では2・1m2にすぎ

ず，欧米主要都市に大きく立ち遅れている。また，

民間の緑については，国民の緑に対する関心が高ま

り，緑化への参加欲求が出てきてはいるものの，そ

の参加欲求が十分に目に見えるかたちとして現れる

には至っていない。

生活環境における施設の整備．管理運営に当たっ

ては，高齢化等に伴う生活時間構造の変化・とりわ

け自由時間の動向に特に配慮しなければならないが，

自由時間を有効に活用するために文化施設・スポー

ツ施設等に対するニーズが高まる中で，これらの施

設の現在の整備状況では，地域によっては十分に対

応できないというのが実態である。また，既存の施

設の管理運営状況をみると，利用手続きが煩雑であ

る，利用できる時間帯が限られている，催物の内容

に住民の意向が反映されていないなど，必ずしも利

用しやすいものになっていない場合もある。なお，

職住間の距離は生活時間構造に大きな影響を及ぼす

と考えられるが・主として大都市圏にみられる住宅

立地の外延的拡大に伴う通勤の長時間化は，自由時

間を有効に利用する上での制約ともなっている。

以上のような施設等，生活環境におけるいわば物

的側面と併せて，暮らしやすい生活環境という点で

は・連帯感のある人と人とのつながI），人々の協働

を通じる生活の向上という，いわば人的側面がこれ

に劣らず重要である。こうした観点から地域社会を

みてみると・高度経済成長の過程において，産業構

造の変化，都市化の進展の中で，旧来の地域におけ

る人間関係は希薄化する一方，核家族化，一人暮ら

し老人の増加，女性の職場進出等によI）家庭機能も

変化し，ともすれば人々が孤立しがちな社会構造と

なっている。

こうしたなかで，自治会，町内会等の旧来からあ

る地域的組織に加えて，新しい活動団体が増えてき

ている（注）。こうした団体による活動を動機の点か

ら大別すると，主として個人の生活の充実を動機と

するもの（自己充実型）と，主として社会への貢献

表Iー11都道府県別下水道普及状況　　　　　　　（％）

（注）1．都道府県普及率には，指定都市分を含む
2・昭和59年度未現在

（出典）建設省調べ
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を動機とするもの（社会貢献型）とに分けられる。

前者は例えば，趣味やスポーツのサークル活軌　読

書会，学習会等であり，中には居住地近隣のレベル

を超えて，国際レベルの活動を行っているものもあ

る。また・後者の例は，在宅のねたきI）老人や障害

者に対して地域住民が介護サービスを提供する活動

であり，これは，ハンディキャッブを有する人たち

が，できる限り住みなれた生活環境の中で，普通の

人に混じって日常生活を送ることを可能にする上で，

家族や公的部門の役割を補完するものである。この

ような，人々の協働を通じて，個人ではできないこ

とを，地域全体で達成するための活動は，安心して

生活できる暮らしやすい社会を形成していく上で，

貴重な役割が期待されている。

しかし．総理府広報室「社会参加活動に関する世

論調査」（昭和60年）によれば．現在・何らかの社会

参加活動に参加している人は全体の26％であるが，

社会貢献型の活動に参加している人は，福祉の分野

で1．3％，生活環境改善の分野で1．2％，健康・医療

の分野で0・5％と著し〈少ない。一方，参加欲求を持

図I－27　社会参加活動への参加経験及び参加の意向

過去に参加したことがある

（単位：％）

わからない

二二・・一一三ニーニー
わからない

（注）「参加の意向」は「過去に参加したことがある。と「参加したこと
はない」，「わからない」と答えた人について，それぞれ聞いた。

（出典）総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」（昭和60年）

表Ⅰー12　現在参加している社会参加活動の分野

スポーツ 福　祉
生活環境

改　　善

消費生活

改　　善

活動分野
は特定し

ない

性

数
〕

男

女

〔年　齢〕

20　～　29歳

30　－　39歳

40　～　49歳

50　－　59歳

60　－　69歳

70歳以上

5
　
1
　
。
。
。
。
　
9
　
0

6
　
6
　
4
　
0
　
9
　
4

1

　

1

　

1

％　　　％　　　％　　　％

37・2　　34・6　　　5．3　　1．8

26．8　　47．5　　　2・9　　　0・7

45．7　　24．0　　　7・3　　　2・6

7
　
0
　
2
　
3
　
2
　
5

．

　

　

　

　

　

　

．

　

　

．

7
　
6
　
7
　
1
　
9
　
2

4
　
4
　
3
　
2
　
1
　
3

7
　
7
　
2
　
1
　
4
　
0

・

　

　

　

　

・

　

　

　

　

・

　

　

　

　

・

　

　

　

　

・

　

　

　

　

．

7

　

仁

U

　

9

　

9

　

3

　

0

2

　

2

　

3

　

4

　

4

　

4

6
　
。
。
　
0
　
5
　
1
　
5

・

　

　

・

　

　

．

　

　

　

　

　

・

4

　

亡

U

　

2

　

亡

U

　

6

　

7

％　　　％　　　％　　　％　　　％

4．8　　　4．5　　　2・9　　　4．3　　　4・5

3・9　　6・8　　1．l　　6・1　　4・3

5．6　　　2．6　　　4．4　　　2．9　　4．7

6
2
4
7
1
0

・
・
・
．
．
・

4
1
5
3
9
0

1

－
．1
7
・
7
．0
ー

3
0
3
1

6
　
3
　
7
　
6
　
0
　
0

・

　

　

　

　

　

・

　

　

　

　

　

・

　

　

　

　

　

．

　

　

　

　

　

・

4
　
4
　
4
　
4
　
4
　
5

4・6　　　3．1　　3．1

5．6　　　4・3　　1．9

1・4　　　4．7　　　4・7

1．9　　　3．7　　　5．6

2．0　　　6・1　　9・1

2．5　　　2・5

（注）「現在・社会参加活動に参加している」と答えた人（全体の26・4％）に対する割合
（出典）総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」（昭和60年）
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ちつつも，諸般の事情で現実に参加できていないと

する人は，30％にものぼっている（図Ⅰ－27・表1

－12）。

社会参加活動は，国民の生涯学習に対するニーズ

に応えるという面もあI），また地域の文化の向上に

も寄与するものであるが，個人にとっても，社会に

とっても有意義なこのような活動が十分に活性化し

ていないのは，第一に，活動に必要な時間が取れな

いこと，第二に，こうした活動の意義と役割につい

ての普及が十分でないこと，第三に，活動の拠点，

人材等に関する情報などの活動を行うことを可能と

する基盤的条件が十分に整備されていないことによ

っており，これらへの対応が求められている（表I

－13，14，15）。

（注）当番議会総合政策部会報告（「自主的社会参加

活動の意義と役割」，昭和58年10月）は，こうした

活動に焦点を当て，政府部門及び市場部門（企業

等）よりなるフォーマル部門に対して，それ以外

表Ⅰー13

の地域，家庭，グルーブ・サークル，団体等にお

いて形成されるインフォーマル部門において．同

一の目的を有する人々が自主的に参加し，集団で

行っている自主的社会参加活動について，その意

義と役割を明らかにするとともに，その活性化の

必要性を指摘している。

同報告は，自主社会参加活動の意義として，参

加する個人にとって，活動欲求の充足及び人間関

係欲求の充足という二つの面で精神的充実感を高

めること，社会全体の見地からと・協働により生

活の向上を図るなど社会全体の創造性の増進に寄

与し，連帯感のある社会を形成することにより，

安心で暮らしやすい安定した社会を構築すること

をあげている。

活動の内容は・①趣味，スポーツ・文化，②教

育．学習，③健康・医療，④福祉，⑤生活環境改

善，⑥消費生活改善の分野に大別される。

現在参加している人が社会参加活動に参加して困ったこと・不満なこと

該
　
当
　
者
　
数

間
が
足
り
な
い

活
動
に
必
要
な
時

ヽ
．

1
V係

が
わ
ず
ら
わ
し

活
動
上
の
人
間
関

大
き
い

経
済
的
な
負
担
が

な
負
担
が
大
き
い

身
体
的
．
精
神
的

と
が
困
難
で
あ
る

所
を
確
保
す
る
こ

活
動
に
必
要
な
場

足
し
て
い
る

導
者
や
仲
間
が
不

活
動
に
必
要
な
指

る報
が
不
足
し
て
い

活
動
に
関
す
る
情

不
足
し
て
い
る

報
交
換
・
交
流
が

他
の
団
体
と
の
情

特

に

な

い

特

に

な

い

数
〕性

総
〔

男

女

〔年齢〕
20－29歳

30－39歳

40－49歳

50－59歳

60－69歳

70歳以上

0

　

1

。
。
　
4

2

　

3

5
　
1
　
8
　
。
。
　
9
　
0

6

　

‘

U

　

4

　

0

　

9

　

4

1

　

1

　

1

9

　

2

・

7

　

4

4

　

6

1

　

2

・
　
　
　
　
　
　
　
　
・

2

　

1

8

　

2

・

　

　

　

　

　

　

　

　

・

6

　

3

9

　

1

．

　

　

　

　

　

　

　

　

．

3

　

2

4

　

2
．

1

　

8

17

　

0

．

5

　

5

19

　

6

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

3

　

2

4

　

4

・
　
　

　

　
　
　

　

　
・

5

　

4

1

　

9

．

6

　

5

6

　

0

．

　

　

　

　

　

　

　

　

．

3

　

7

2

　

1

0
2
7
0
6
5

・

0
2
4
3
3
7

4
5
5
6
6
7

・5
－
0
9
0
一

1
2
1
4

2
3
4
9
0
5

．9
4
5
1
4
7

6
9
0
8
l
5

．4
1
2
2
5
2

3
1
。
。
3
1
5

・
．
2
8
0
9
8
2

1
1

。
。
7
1
2
0
0

・3
3
8
0
3
0

1
1
1
1

6
．0
4
8
0
一

4
5
3
2
1

8
7
7
6
0
5

・
．
．

3
3
2
5
4
2

1
2
1
4
5
1
5

・
．
6
3
7
c
U
9
2

0
。
2
0
0
1
0

・
・
．

0
A
T
5
3
2
5

3
2
2
1
1

％

120．3

127・5

114．4

136・9

116・1

122．3

118・5

1l5．2

120．0

（注）「現在，社会参加活動に参加している」と答えた人（全体の26・4％）に対する割合
（出典）総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」（昭和60年）
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E

複数回答表Iー14　過去に参加したことのある人が社会参加活数に参加して困ったこと．不満だったこと
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3
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1

男

女

〔年齢〕

20－29歳

30－39歳

40－49歳

50－59歳

60－69歳

70歳以上

（注）「過去に社会参加活動に参加したことがある」と答えた人（全体の16．3％）対する割合
（出典）総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」（昭和60年）

複数回答社会参加活動に参加しなかった理由表I・15
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〔年齢〕

20－29歳

30－39歳

40－49歳

50－59歳

60－69歳

70歳以上

（注）「社会参加活動に参加したことがない」，「わからない」と答えた人（全体の57・3％）に対する割合
／

（出典）総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」（昭和60年）

56



長寿社会の構図

第Ⅱ部　21世紀への選択

1．活力とゆとりある社会をめざして

第Ⅰ部では，人生80年時代が到来したことにより

国民生活に大きな変化が生じていること，そして，

こうした変化は人生50年時代に構築された経済社会

システムが問題を拡大する形で関わっている面もあ

ることなどを指摘した。こうしたことから，現在の

経済社会システムを再構築することが必要になって

いるが，我が国の高齢化の速度等を考えると,21世

紀初頭までに再構築を行うことが急務となっている。

この第Ⅱ部では，まず，今後の経済社会全体の方

向とめざすべき社会像を明らかにし，次に，その社

会像に沿って経済社会システムの再構築の基本的な

条件を考えることとする。

（1）人生80年時代の社会像

人生80年時代の我が国の社会がどのような姿にな

るかは，国民の価値観・意識や個人のあり方，家庭

や職業生活の変化等により大きく変わる。以下は，

これまでの動向を踏まえた上で，21世紀初頭の社会

像を示すものである。

①　これまでの変化

ア　国民生活と生活意識

明治期以降我が国は欧米先進国の水準に到達す

ることを目標としてきた。とりわけ，戦後におい

ては，経済面でも国民生活の面でも，豊かな物質

文明をもつ米国の生活スタイルを始め欧米へのキ

ャッチアップをめざした。昭和30年代後半からの

経済の高度成長やその後の安定成長への移行を果

たした我が国は，現在，経済面を中心に国際的に

も極めて大きな影響力をもち，また,国民生活に

おいても豊かな消費生活を享受するに至っている。

この間，我々の生活意識や生活の重点も大きく

変わってきている。高度成長期には，重点を職業

生活におく生活バターンがかなり一般的なもので

あったが，生活水準が向上していく中で，マイホ

ーム主義など生活のゆとりを重視する志向が生じ

た。現在は，価値観等の多様化を反映して，職業

生活中心の生活バターンの人々・仕事と家庭・余

暇の両立を重視する人々，そして家庭・余暇を重

視する人々と，三分している状況にある（図Ⅱ－

1）。

このような生活の重点に関する変化の背景とし

て，個人のあり方が変化したことをあげることが

できよう。すなわち・高度成長期には，人々の仕

事中心の姿勢を反映して，個人のあり方は．職場

集団や会社中心のあり方が一般的であり．個々人

は自分の利害よりも組織・集団の利害を優先する

姿勢を強めていたと考えられる。しかし，その後，

物質的な豊かさが増し「勤労が必ずしも全てでは

ない」など多様な考え方が広まる中で，個人主義

的傾向や自己実現欲求の強まりをみた。また．こ

うした状況の背後には，社会の複雑化，管理化が

進む中で個人がアイデンティティを確かめたいという

欲求や安らぎ感を得たいという欲求の強まったこと

なども関係していよう。「物から心へ」という志向

は，このような時代の流れの中で生まれ，精神的・

文化的な豊かさへの志向も定着しつつある。また，

これに伴い，自由時間選好も強まりつつある。

こうした生活意識の変化は女性の生き方にも大

きく反映しており，家庭にあっても自らの生き方

を見出そうという姿勢を強めており，一方，「男は

外で仕事・女は内で家事」というこれまでの男女

役割分担意識は，若い世代を中心に，家事の男女

協働を当然とする方向で変化しつつある。

イ　職業生活

人々の仕事に対する取組みの姿については上に

述べた通りであるが，経済発展を通じて産業構造

の高度化が進展したのと並行して，就業構造面で

も，その中心は第二次産業，そして昭和50年代に

入ってからは第三次産業へと変化しており，この

間，雇用者比率も昭和35年の53％から60年には74

％へと大きく増加するなど，日本の社会は雇用者

化したといえよう。また，経済活動の場も海外へ

と拡がり，欧米を始め世界各地と結びつきを一層

深めている。
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帯

図IⅠ・1仕事と余暇のあり方

〔問〕　仕事と余暇のあり方についていろいろな意見があります。

あなたはどれがもっとも望ましいと思いますか。

（年齢別，単位％）

仕事よI）も余暇　仕事はさっさとか　　仕事にも余暇に
の中に生きがい　たずけてできるだ　　も同じくらい力
を求める　　　　け余暇を楽しむ　　　を入れる

全　　　　体

若　年　世代
（25－34歳）

中年前期世代
（35－49歳）

中年後期世代
（50－64歳）

高　齢　世　代
（65－74歳）

余暇も時には楽　仕事に生きが　無
しむが仕事の方　いを求めて全　回
に力を入れる　　力を傾ける　　　答

Lヘニ一＝一」
（出典）経済企画庁「昭和60年度国民生活選好度調査」

職業生活面では，このような産業社会の高度化

と国際化の進展につれて，職業能力として行動力

や創造力が重視されるようになってきている。ま

た，仕事への取組みを世代別にみると，企業内で

管理的立場にあること等を反映して，特に中年期

の人々に仕事を重視する人々が多いという実態と

なっている（表ⅠI－1）。このほか，最近では，経

済のサービス化が進展する中で，専門職等への女

性の進出，家庭婦人のパートタイム就業の増加な

ど女性の職場進出が進んでいる。

り　家庭

家庭については，戦後新しい理想像を探る段階

から出発し，その後，核家族化の進行により世帯

の′」・規模化が進んできている。また，最近では，
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高齢の単独世帯の増加も顕著である。このような

流れの中で，現在・家庭は，主として消費．未成

年子の養育．家族の情緒的交流の場として機能し

ているが，世帯の小規模化のために・これまで家

庭が担っていた生活文化の世代間伝承や老親介護

等の機能は大きく低下している。

以上の状況を踏まえると，現在の家族の問題と

しては，第一に，核家族世帯の比率が高いことか

ら家庭内外の急激な変化への対応力や余裕が乏し

い構造になっている点である。例えば，家族に万

一の場合が生じたときや老親の介護が必要になっ

たときにかなりの困難が生じていることを指摘で

きよう。第二に，家族の規模が小さく，特に，孤

立している場合，日常生活に多くの困難が生じ，
ご
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長寿社会の構図

表IIー1　仕事と余暇のあり方

（出典）経済企画庁「昭和60年度国民生活選好度調査」
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さらに，子供への影響も懸念されるという点であ

る。老親世代との交流がなく昔からの生活の知恵

が伝えられていないために些細な事で悩むという

例が増加している。また，子供にとっても，様々

な考え方を有する異なる年齢・間柄，立場の人々

との身近な交流が乏しい場合には，人々との意思

疎通に悩み，また，ハンディキャッブをもつ人々

の気持が理解できない等の支障を生じよう。こう

したことが，子供へのしつけの面にも反映して，

「いじめ」や校内暴力を誘発し，あるいは受験競

争の中で追い込まれてしまう精神的な弱さにもつ

ながっているのではないかと危惧される。さらに，

親世代も，しつけ等について確固とした自信を欠

くことが多いため学校に頼る傾向がみられ，混乱

を増幅しているという状況があると考えられる。

エ　地域

地域については，戦後，旧来の地域共同体の機

能が弱まり，特に高度成長期に人口の流入が続い

た大都市地域を中心に，人間関係の希薄化が大き

な問題となった。しかし・その後昭和50年代に入

って，定住化が進み，また都市内においても多く

の自治体が地域コミュニティの活性化に乗り出す

などにより，新しい地域意識が生まれることが期

待されている。このような中で，最近，趣味・文

化など個人的楽しみ追求から福祉ボランティアな

どの地域に共通の利益をもたらす目的のものまで．

様々な活動目的をもつ自主的なグルーブ，サーク

ルが各地で増えており注目される。こうした新し

いグルーブ等が，町内会など旧来の地域組織とと

もに，地域の中の人の結びつきの結節点となり，

市民らしい生活に向かって大きな役割を果たすこ

とが期待されている。

また，こうした居住地を中心とするネットワー

クのほか，最近では，大都市の中の歴史的，文化

的に個性的な環境をもつ地域を中心に，ユニーク

な文化や風俗が生み出される等これまでにない情

報発信機能をもつ空間が生まれてきており，新し

い変化といえよう。

②　めざすべき社会像

戦後を振り返ると，物質的に豊かになったと同時

に，その間の経済社会や国民生活の変貌は極めて大

きく，また，予想もしなかった影響が人々の考え方

や様々な社会集団の姿に及んでいる。恐らく我が国

経済社会の今後の変化は，一層複雑かつめまぐるし

さを増し，客観的な予測は必ずしも容易ではないが，

人生80年時代の経済的社会システムを設計するため

に，まず，基本的方向としてめざすべき社会像を示

すことにする。

ア　主な潮流

21世紀初頭においては，家庭が社会の基礎的か

つ最小の集団として現在と同様の役割と機能を果

たしているであろうこと，また，職場が所得を得

る場であると同時に個人にとって自己実現の場と

しても重要であることも，恐らく変化しないであ

ろう。

個人のあり方については，個人主義的な傾向を

強くもつ人々と従来の職場集団を重視する人々と

からなろうが，平均像として描けば，全体として

は，個人主義的な傾向を強めるものの，基本的に

は，理を通すより人間関係を大切にし，問題解決

に際して調和を尊重する日本人の基本的な国民性

は大きく変化しないと考えられる。また，社会自

体の複雑化に伴う煩わしさやコスト増等を契機と

して過剰な利便性に疑問をもつ等により，自分で

できることは自分でやるという考え方が強まり，

自分の人生は自分で設計し自ら困難を乗り越え人

生をエンジョイする，という形で個人の自立が重

視されるとともに，高齢者などが身近に増えてく

るにつれて，そうした人々を支えようという，自

立を支えるものとしての連帯の意識が社会全体に

広まることが期待される。なお，仮に個人主義的

傾向が行きすぎて利己主義が社会全体に反映する

ことになるならば，家庭，職場，地域のいずれにお

いても人々のつながりは緩くなり，我が国社会が

経験したことのない事態が到来するおそれもある。

また，人々の社会との関わり方については，家

庭と職場以外の，例えば趣味に関する横断的なグ

ルーブにも多くの人が参加するなど多様な形態を

とると考えられる。また，そのような場は，職場

や家庭とは質の異なる自己実現の場になると考え

られる。すなわち，人々は，それぞれ家庭や職場

集団のメンバーとして役割を果たすだけでなく，

ある人は職業上の専門と関わりのない分野の課題

に学術的な興味をもって個人研究を行い横断的な

集いに加わり，また，ある人は社会貢献を目的と

して地域のボランティア活動に参加する等，それ
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ぞれに独自の生きがいを見出し様々な場で追求す

るという状況が期待される。しかも，さらに理想

的な展開を想定すれば．そのような個人活動を契

機に形成される小集団－多くは民間非営利団体か

一が社会的には大きな影響力をもつという構図が

期待される。

さらに，情報通信システムの発展や交流の活発

化等によって，日本人は全体として，より開かれ

た国際感覚を身につけ，現在よりも増加する海外

生活経験者等の中には，欧米を始めとする諸外国

の人々と，例えば家族ぐるみの形でブライベート

な面でも親交を深める人々が増えよう。

主な潮流としては，以上の多くを含むこととな

るが，経済社会の活力の維持という観点からの

個々人や様々な社会集団の役割と貢献が重視され

よう。また，同様の観点から，各人の多様な個性

の尊重とそれを通じてもたらされる創造的な活動

も重視されよう。

以上のようなイメージを概括すれば，活発な国

際交流の進展を背景に，個人のあり方は，確固た

る自立とそれを前提とした連帯を重視した個人主

義として定着し，また社会は，個々人の個性を尊

重した多元的な連帯社会として大きな活力をもっ

た姿となることが期待される。

イ　家庭

家庭については，今後も世帯規模の小型化が見

込まれ，また，家庭の女性の眼も一層社会に向け

て開かれていくと考えられることなどから，子供

の養育や老親介護など従来家庭が担ってきた機能

の一層の低下を懸念する見方がある。また校内暴

力等の背景にあると想像される家庭の教育面での

迷いなども，状況の好転や解消などのめどが立た

ないという見方も出ている。このように考えると，

現在のところ欧米に比べかなり良好な状態にある

とはいえ，我が国の将来の家庭や家族関係には心

配な面があるといえよう。

家庭の問題は基本的には私的な領域の問題であ

り，公的な介入は極力避けるべき分野であろうが，

将来の社会の基礎に関わる問題であることから，

公的部門としても，家庭が，人々の期待する機能

や役割を取り戻し得るよう対応していくことは当

然である。こうした見地から必要なことは，第一

に，家族の一人一人が家庭における自分の役割と

立場をしっかりと自覚することである。父親，母

親を始めそれぞれがお互いに自分連の家庭をどう

設計し運営していくのかについて十分な意思疎通

を行った上，責任をもって実行する態度をもつこ

とが大事である。第二に，脆弱な構造になってい

る家庭の構造と機能を回復させることである。例

えば，各家庭に対して，孤立しないよう親族や友

人，地域などにおいて様々なコミュニケーション

をもつよう促すことであろう。具体的には，三世

代同居や近隣居に対応する住宅面での条件整備や，

ハンディキャップをもつ人々やその家庭に対する

地域レベルでの支援体制の確立と強化などである。

このほか，現在社会全体を覆っている「カネ万能」

の風潮の是正等も，家庭に関する課題に取り組む

上で重要である。

以上のような対応が行われれば，「家庭の危機」

に直面することはないと考えられる。すなわち，

むしろ，個人生活の重視等価値観の変化，自由時

間選好の強まり，長男長女時代の到来を反映して

家庭への回帰が強まり，個々の家庭において生活

スタイルの個性化が進むと考えられる。また，国

際的にも人々の移動が拡大する中で，家族形態自

体が多様化するものの，家族の結びつきのために，

交通・通信手段が活発に利用されるとともに，三

世代同居や近居，隣居など家族のライフステージ

に対応した家族形態の柔軟化がめざされ，家族単

位の余暇や扶養が行われる等，家庭の機能が再び

充実に向かっていくことが期待される。

人々にとって人生80年時代が真に幸福な時代と

なるためには，家庭が健全に機能していることが

重要な条件であると考えられる。

ウ　職業生活

従来の職場は，就業の場であるとともに，交際，

娯楽，福利厚生から家族のレジャーに至るまで，

多くの付随的な役割を果たしてきているが，価値

観が多様化する中で，職場のもつこうした付随的

な役割への期待は次第に弱まる傾向にあるといえ

よう。こうした動きは，職場を就業の場として純

化させるとともに，一方で，企業への忠誠心が薄

れ，従来勤勉で良質な労働力を育んできた土譲が

変質していくおそれもある。

全体の方向としては，個々人の能力や適性それ

自体に注目した，労働力の育成方法が求められて
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いこう。

一方，企業全体の環境はかなり厳しいものにな

ると考えられる。技術革新の進展，情報化の進展，

そして我が国の一層の国際化の進展，特に新興工

業諸国（Nics）の追上げ等の中で．企業活動は業

際を超えて幅広く展開され，企業間競争は現在以

上に激しいものとなる。このような企業活動に対

し，人々は，職業生活をより重視する生活バター

ンを選ぶ人々・家庭や余暇も重視し定住との両立

を考慮する人等幾つかのバターンに分かれよう。

前者は，企業活動の空間的な広がりがますます拡

大することに対して積極的に活動する人々であろ

うし，後者は，例えば地方圏など一定の地域的な

広がりの中で企業活動を担う人々というような位

置づけもあり，人々のこうした動きに対する企業

の対応も進もう。

こうした中で，職業生活では，全体として創造

力が重視され．また，個性の発揮が尊重されよう。

多くの人々は，職業生活の中でも自らの個性を反

映させながら，達成感を求めていくと期待される。

また，仕事が自らの個性に合っていること等が

重視されるため，転職に対する抵抗感が弱まるな

ど，職業生活におけるモビリティーが全体として

高まると考えられる。

さらに，21世紀初頭における高齢者の就業のあ

り方を考えると，情報伝達システムの高度化によ

る在宅勤務など新たな技術進歩の成果が生かされ

るとともに，発展途上国等における技術援助に参

加するなど，高齢者のもつ経験や技能を生かす場

が広がることが期待される。このような中で,人々

の就業形態自体も多様化し，賃金体系は職場・仕

事の種類に応じた職務遂行能力中心の体系へと更

に変化し，能力主義の色彩が強まっていくものと

考えられる。

エ　地域

人々は，社会の複雑化の中で，これまで以上に

人間的な営みや温かみのあるコミュニケーション

を大切にしていよう。このため，精神的，文化的

な豊かさが感じられる活動や，あるいはボランテ

ィア活動などの社会に貢献する活動などに力を入

れようとする人々が増えよう。すなわち，家庭を

重視するとともに，音楽，絵画，映像などの文化

活動や趣味等を通じて，他の人々と交流を深める

人々も増えようし，また，地域の人々のためにな

る活動に参加する人々も増えよう。

先に述べたように，21世紀に向かって，個人は

自立と連帯を大切にし，家庭自体も，周囲の人々

とコミュニケーションをもち，また，その機能を

充実していることが期待されるが，これらと相ま

って，地域においても，人々の結びつきを強める

方向での努力の積重ねが必要であろう。

（2）人生80年時代の生涯生活像

我々は，以上のような社会像の実現をめざすべき

であると考えるが，そのような社会の中で展開され

る．人生80年時代の国民の生涯にわたる生活像はど

のような姿になるであろうか。

以下では，このような観点から，ライフステージ

毎に国民生活像を示している。ただし，人々の考え

方や生活は多様であることから，ここでは，就業人

口全体の7割を超える雇用者を念頭においている。

なお，以下では，国民生活の安全・安定・向上を

確保する基礎的な条件が確保されていることを前提

としている。

①　青年期（18歳～29歳）

生涯学習体制が整備される中で，高等教育を受け

る時期の柔軟化も進むと考えられる。医師など専門

的な知識と技術を体系的に習得することが必要な特

定の職業をめざす人々を始めとして，20歳代前半ま

でに高等教育を受ける人々は少なくないと思われる

が，そのような人々のほかに，例えば大学に進学す

る前の数年間社会人として生活するなど，高等教育

を，受ける時期を自由に位置づける人々もある程度増

加すると考えられる。また，個人の自立が社会的に

も重視されるため，現在親が負担している高等教育

費について，子供自らが負担し得る途も広げられよ

う。在学生活の中で多少とも勤労を経験することが

一般化していると考えられる。

20歳代は，若年人口比率の低下に伴って社会的な

期待が高まる。この層は，世代全体の中では個人主

義的な性格が強く，自らの個性等を重視する世代で

あることから，仕事に対して自己実現の対象として

取り組む姿勢が強いとも考えられる。したがって，

企業もインセンティブの確保等に一層配慮すること

が求められる。また，適職を求めての転職に対して

は社会はむしろ理解を示すと考えられるが，とりわ
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け青年層の人々は，転職が容易なことから，自らの

適性等に合致した職業を求めて積極的に新たな職業

に挑戦するなど，職業生活におけるモビリティーを

高める。

さらに，国際協力に対する理解が社会全体に広ま

る中で，企業に勤める人々も，キャリアを継続しつ

つ，発展途上国等に赴き援助活動等に参加するとい

った国民レベルの活動が広がっていると期待される。

女性については，上に述べたことに加え，この時

期の後半が結婚，出産，子育てを迎える時期に当た

り，仕事と家庭の両立が重要な条件となってくる。

社会的には，女性の能力活用の必要性が高まり，ま

た，女性の感性が大きな役割を果たす等の職種も増

えることを背景として，職業生活を続ける女性が増

えていよう。もちろん，女性も多様な生活パターン

を選択すると考えられ,再び職場に復帰できるシス

テムの中で，子育て等を積極的に評価し，結婚，出

産を機に一度家庭に入ることを選択する女性も多い

と考えられる。

自由時間の過ごし方も，レジャー活動だけでなく，

音楽や絵画など個人生活を知的，文化的に豊かにす

る活動やボランティア活動など社会に貢献する活動

にも向けられよう。

②　中年前期（30歳～49歳）

この層の人々は，現在と同様に，企業活動を支え

る中堅であり，企業間競争の激化の中で一層責任と

役割が大きくなるとともに，40歳代に入ってからは

高齢期に向けて対応を始める人々も現れよう。職業

生活面では，責任ある立場につくにつれ仕事の面白

さを知り，家庭生活以上に傾斜するものの，家庭で

もコミュニケーションを大切にする。このため，こ

の層の人々も，自由時間のある程度の拡大を望み，

企業も完全週休二日制や有給休暇消化の促進等を中

心に引き続き自由時間の拡大に取り組んでいると期

待される。自由時間の過ごし方は，現在多数を占め

る休息型やレジャー型・健康増進型などのほか，仕

事とは別に学術的な研究に取り組み，あるいは，地

域で福祉ボランティアとして活動するなど多様化し

ていることが期待される。また，技術の陳腐化が速

く，職業能力のリフレッシュがとりわけ重要な高

度・特殊な分野の技術者や研究者等向けには，長期

有給休暇制度も導入されよう。例えば，一定期間企

業活動から離れ，あらためて高等教育を受けたり，

長期に海外旅行するなどにより，職業能力の向上や

リフレッシュが行われよう。

なお．40歳代において，60歳代前半以降をにらん

だ職業能力開発等のプログラムが開始され，また，

中には，企業と関わりなく，自らの能力に合った新

しい職業生活に挑戦しようとする人々も現れよう。

また，家庭でも，上に述べたように，子供の成長

期に当たることから，家事や育児に多忙であると同

時に，家族とのコミュニケーションを大切にする。

子育て後の女性は，社会での能力発揮や他の人々と

のコミュニケーションを求めて，従前の職場に復帰

する等再びキャリア形成を始めたり，パートタイマ

ーとして就業する等職業生活に戻り，また，社会参

加活動に加わるなど，多様な形で社会に再進出する

ことが現在よりも広まろう。特に，長男長女時代の

中で住宅の継承がスムーズに進み，また，教育費負

担等も緩和されているならば，家計補助のための就

労の必要性は少ないという場合もあろう。そのよう

な場合においては，むしろ，自らの楽しみを追求す

るだけでなく，地域のハンディキャップをもつ人々

のための活動に参加する等，社会で望まれている活

動や事業に力を尽くす気持ちと行動が期待される。

経済生活面では，その力の一つは住宅に置かれよ

うが，長男長女時代の中にあると考えられることか

ら，相続により住宅を取得する人も増加するのでは

ないかと考えられる。また，取得のケースでも，二

世代にわたる支払制度の普及等により，それに伴う

負担は現在より軽減されていよう。なお，価値観．

意識の多様化の中で，一生借家で通す人々の増加も

考えられる。また，子供の高等教育費についても．

子供本人の負担を可能とする途が開かれることも考

えられ，この点でも，この層に見られる現在の経済

的余裕感の乏しさは緩和されよう。

③　中年後期（50歳～64歳）

この時期の人々は，職業生活上の分岐点に行き当

り，自ら厳しい選択に臨まなければならない。

職業生活の面では．企業環境が大きく変化する中

で，自分が長年にわたり貢献してきた企業にとどま

るのかどうかまた，どのような立場で関わるのか等

について自ら選択するとともに，逆に企業も，それ

までの個々人の実績や取組み姿勢等を総合的に判断

し処理する等，企業の厳しい選別が行われる時期で

ある。その結果，様々な経緯の中で，企業の将来に
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携わる人々，別企業等で新たに拡大された職種につ

く人々，専門職にある人々などに分かれてい〈。た

だ，定年延長や再雇用など多様な就業形態の下に，

65歳まで雇用の継続が進められるシステムの中で，

かなI）多くの人々が最初の職業生活を終える。この

ように65歳程度まで仕事を続ける人々とは別に・定

年を迎える前に自ら職業生活から引退し，従来から

続けてきたライフワークに取I）組み，あるいは，海

外において技術等に関する協力活動を始める等必ず

しも就業にこだわらない人々も増えてこよう。

経済生活面では，子供が独立した後はゆとりを取

り戻す。老親介護に当たるケースでは，負担能力に

見合う範囲で経済的負担が生じることとなろう。生

活の力点も，職業生活への傾斜が依然として強い50

歳代も含め，余暇生活を重視するようになっており，

レジャー型，休息型のほかに文化創造型など多様な

活動を展開しよう。特に，60歳代の人々の多くは，

地域における世話役として，社会参加活動などに力

を注ぎ，地域社会の活性化に大きく貢献していく。

④　高齢期（65歳－）

この層の人々の多くは，65歳の時点でかな1）の職

業能力を備えているため，第二の職業生活の中にあ

るが，その後，70歳代に向かって職業生活から段階

的に引退していく。しかし，引退後も，シルバーボ

ランティアとして・あるいは発展途上国に赴き，長

年培った技術の移転など海外協力活動に加わるなど，

依然として行動的な人生を続ける人々も多いと考え

られる。なお，経済生活面では，老後生計費の多く

は年金を中心とし，これに貯蓄や資産運用益を併せ

て，生活を営んでいよう。

個人生活の面では，従来から続けてきた趣味や学

習などに時間を費やしたり，時間に制約されない自

由な旅行を行うなど，ゆとりある生活を楽しむ。家

族との関係では，経済的な自立を維持しつつ，子供

等と同居し，あるいは近くに住むなどの居住関係を

とI），精神的な面を中心に家族との結びつきを一層

強めていく。また，このような関係の中で，親世代

から若い世代に生活の知恵が伝えられ，それが，生

活上の様々な出来事や身の回りで起きる問題を処理

し解決する上で役に立っていく。

また，社会との結びつきの面では，職業生活や個

人生活の中で長年培ってきた知識，経験が，趣味等

を通じて形成される交流や社会参加活動の場におい

て各世代をつなぎ，生活の知恵の外部化を進めすぎ

て却って不便になった社会の健全さを回復し，向上

させていく上で重要な要素として大きく評価される。

こうして・この層の多くは，その知識や経験等を若

い世代に継承し，また，地域社会の活性化等に一層

貢献していく。

さらに，以上のような社会への貢献を行っていく

上で必要な健康状態を確保するために，予防サービ

スや身体機能の低下を補う機器やサービスの供給が

社会的に進められ，人々自身も健康の保持増進のた

めに種々の努力を行う。

このようにして，この層の人々は，家族や他の人々

との結びつきやその中での自分の役割を大切にしな

がら，老いていく。

おそらく，医学の高度な進歩により技術的にはか

なI）の程度まで「延命」させることは可能となって

いよう。そうした事情を背景として．「尊厳ある死」

について様々な追究がなされよう。

（3）人生80年時代の経済社会システムの設計条件

人生80年時代における国民の生涯生活像は以上の

ように描かれるが，これを人生50年時代に形成され

た現在の経済社会システムの中で実現することは困

難であり，80年という長い人生の各ライフステージ

において，国民が達成感，充実感を高め，多様な生

涯生活設計を行い得るようシステムの再設計を行う

ことが必要となっている。

その場合に，21世紀の経済社会システムの姿とし

ては，以下の4点を備えることが設計の基本条件と

なろう。

①　経済的負担や時間的な余裕が特定のライフステ

ージに極端に集中し偏在することのないよう配

慮され，また生涯を通じて職業生活と個人生活

の両面において自己実現が可能となるよう経済

社会システムであること。

この条件は，高齢者の能力，意欲の高さと高齢人

口の規模を考え併せて設定されたものであり，ワー

クシェアリングの考え方に立つものである。すなわ

ち，「所得の再分配から機会の拡大・再分配へ」とい

う考え方により，意欲と能力のある高齢世代が現役

として働く期間を拡大し，このことを通じて・青年

層・中年層と高齢層との間で，時間・仕事．所得の

再分配を行うということである。この提案は，同じ
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ワークシェアリングでも，失業率の圧縮を主な目的

としてヨーロッバで実施されている労働市場防衛型

の発想にたつものとは異なり，むしろ，逆に働き過

ぎの解消と高齢労働力の活用をセットにして扱う日

本型ともいうべきものである。この提案を実現して

いく上では・高齢層の職業能力を低下させないよう

早い段階から能力開発を行うとともに，高齢層に適

した職域の開発，就業形態の多様化を進めることで

ある。また，同時に・就労することができない人々

については，就労する人々とのバランスを考慮した

所得保障を行うことも必要である。

この結果，改革は労働時間の短縮という対応の形

をとる。すなわち，高齢者の労働供給が現在よりも

増えるが，仮に労働力の需要総量が決まっている中

で高齢者の雇用を確保するためには，青年層．中年

層の労働時間を短縮して雇用の拡大が図られなけれ

ばならない。

我が国の労働時間は，欧米先進国に比して相当長

いものになっており，特に完全週休二日制の普及が

遅れている。このため，今後，21世紀に向けて・完

全週休二日制の普及・年次有給休暇の消化率のかな

りの引上げ等により，欧米先進国並みの水準をめざ

すべきである。この場合，21世紀初頭の一つの姿と

して．年間絵美労働時間1800時間程度を念頭におく

ことが考えられる。このようにして，個人生活にお

いて余暇活動等を通じて自己実現が可能となる生活

時間構造としていくことが必要である。

さらに・第I部において世帯モデルに即して見た

ように，現実の国民生活は，中年期を中心に経済的

負担の集中がある。このことは，基本的には個人の

人生設計上の事柄であることから探く介入すること

は不要と考えられ，対応の基本は，むしろ国民が無

理のない計画も設定し得るような選択の帽を拡大す

ることになろうが，例えば，住宅についていえば，

負担の平準化を図る等その取得を行いやすくする方

策を講じていくなど，ある程度の社会的な対応を行

うことと考えられる。

②　個々人が生涯において，牒，
教育．労働．余暇に閲し，多様かつ柔軟な選択

を行うことが可能となるような生活バターンを

可能とするシステムであること。

この条件が必要となる背景としては，職業生活面，

個人生活面それぞれに関する次のような変化がある。
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まず・職業生活の面については・今後技術革新等

の一層の進展に伴い，産業社会は著しく変貌し，人々

は．職業能力の維持，向上に努めることが必要にな

る。特に，このことは，技術の陳腐化が速く職業能

力のリフレッシュが重要な，高度な分野の技術者や

研究者等についてあてはまる。また・個人生活の面

では，家族や友人，地域の人々とのコミュニケーシ

ョンを大切にする志向が強まる中で・文化的，精神

的な豊かさを追求するため．音楽，絵画などの文化

活動やスポーツ活動等のための時間が必要とされる。

特に高齢期に，人々の結びつきの中でいきいきと生

活していくためには，若い頃から継続した生きがい

や趣味を持つことが大切になっていることからも，

こうした多様な生活バターンを可能とすることが求

められよう。

このような変化を踏まえた対応の仕方としては，

次のようなバターンが考えられる。

第一は，日常生活の中で，教育・学習活動や余暇

活動に時間をかけやすいように，労働時間と自由時

間のバランスを確保することであI），週休二日制の

推進や学習の場の確保ととい二，平素の生活におけ

る人々の自覚的な対応が重要である。第二は，主に．

職業能力向上のための再教育・再訓練のために実施

される長期有給休暇制度等であ1），技術者等，特定

の職域等にある人々への適用が多いと考えられる。

このほか・第二の休暇制度と同様の制度であるが，

目的上は職業能力向上に限定されず，したがって，

海外旅行など個人のリフレッシュのためにも利用で

きるものがあろう。

また．いずれについても，教育．訓棟と雇用のシ

ステムの有機的な連携を図ることが今後極めて重要

となる。

そこで，以上のような自由時間に関する様々な国

民の要望をどのような形でシステムに反映させるか

であるが，その一つの方法は．人々の生活観，生活

様式，職業に応じたいくつかの生活パターンを用意

し，必要な人々が教育．労働．余暇の活動のうち必

要なものを実施できるよう，労働時間制度や休暇制

度のあり方等について柔軟性をもたせることであろ

う。こうした見地からは，企業側と勤労者との間で

十分に意見交換を行うこと等を通じて，例えば図II

ー2に示したバターンの幾つかを組み合わせる等，

双方が納得し得る制度を設計することが重要になる。



図ⅠIー2　従来型ライフサイクルの将来

下に．イメージとして示されている仕事や余暇，教育の配分パターンのうち・従来彗・！の

バターンは，21世紀初頭においても続いているでしょうか。

（注）昭和60年2月下旬から3月上旬にかけて・大学・行政・労働団体・民間企業等の知識
人を対象に調査した結果である。

（出典）経済企画庁「21世紀初頭の国民生活像に関する調杏」（昭和60年3月）

③　人々が・家族を始め知人友人や地埠の人々等と

コミュニケーションを大切にし，また，社会参

加活動を行うなど，多様な人々との結びつきを

もつことのできるシステムであること。

日常生活における余暇の重要性の増大に伴い，

人々の生活の拠り所も，これまでの会社，職場集団

に傾斜した姿から，家庭や地域の人々との結びつき

や，さらには，多様な目的の下に形成されるグルー

ブ．サークルにまで広がI）人々の社会集団への帰属

の形態は多重化，多元化する。このような中で，

ア・文化活動やスポーツなどの個人生活の充実を

めざすもの，あるいは，ハンディキャップをも
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つ高齢者や身体障害者，そしてその家族に対し

て支援活動を行ったり，あるいは，消費生活の

向上など社会への貢献をめざすものなど，多様

な分野で活発化しつつある社会参加活動が今後

ますます盛んなものになると考えられる。

イ・このような活動は，個人生活の充実という観

点から有意義であるばかりでなく，ひいては我

が国社会の文化的活動の基盤を一層確固とし，

また，社会における連帯の紳を強めることを通

じて，新たな地域社会の形成につながる可能性

をもつ。



図II．3　学習とライフサイクル

〔問〕現在私たちの人生は，青年期まで教育を受けてその後60歳前後まで仕事をし，この間

に子どもを育てるのが一般的です。しかし・今後人生が長くなるにともない．仕事や学

習のあり方が現在とかわったものとなってゆく可能性があります。その場合，あなた自

身は次の4つのうちどの生き方がもっとも望ましいと思いますか。

（注）昭和60年11月下旬から12月上旬にかけて．一般の25－74歳の男女個人を対象とし・層
化二段無作為抽出法により調査した結果である。

（出典）経済企画庁「昭和60年度国民生活選好度調査」
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したがって，個人生活を充実する上での重要な

受け皿として，また・我が国社会の文化的な水準

の向上や新しい地域社会の形成の重要な要素とし

て．リーダーの育成など活動の発展を促進する環

項条件の整備が求められる。

④　各人の自立と家庭＿・職場．地域等における役割

と貴献を評価し・これを促進するとともに，各

人の多様な個性の尊重を通じて創造的な活動を

促進する等・経済社会の活力の維持に必須の機

能を備えること。

我が国社会についても，成熟化に伴って，人々の

積極性が薄れ社会の活力が低下するのではないか，

と懸念する見方があI），そうした事態を招かぬよう，

今から様々の対応を講じていく必要がある。

上記①から③の各条件もそのために有効かつ不可

欠であるが，社会の活力の維持という観点からは，

さらに・次のような点に重点を置いた対応を進める

ことが重要である。

第一は，家庭，学校，職場，地域等各々の社会集

団が連携し，個人の成長過程等において．その個性

を尊重し伸ばすことを重視するとともに，個人が社

会の構成員として「自立と連帯」を身につけるよう

促すことであろう。また，このような社会における

配慮とともに，時に自然のもつ人間をはぐくむよう

な暖かさや人間の存在を拒むような厳しさに接する

機会を確保することもたくましい人間形成の上で重

要である。

第二に，そのような個性豊かな人々が能力を発揮

し易いような仕組みにするとともに，社会の大きな

前進に結びつく可能性のある創造的な活動を最大限

に尊重することが重要である。例えば，創造的なオ

能やオリジナルなアイデアに対する社会的な評価は，

我が国の場合低いという指摘もあるが，このような

点を是正することであろう。

第三に，創造的な活動を社会的に重視することの

一環として時代の流れの中で目的を終えた様々なシ

ステムのあI）方を見直し，再活性化等を進めていく

ことである。

システムが（①から③の条件を備えるとともに，機

能面からも以上のような点を重視することが，経済

社会システム全体の再設計を行う場合に見落として

はならないと考えられる。

2●　人生80年時代の経済社会システムのあり方

人生80年時代の国民生活を生涯を通じて豊かなも

のにするためには，国民生活の安全・安定．向上等

に関わる基礎条件の確保が重要であり，その上で，

1．（3）に示したように多様な生涯生活設計を実現可

能とするための柔軟性を経済社会システムが備える

ことが必要である。こうした観点から，以下では・

国民生活の基礎条件にあたる事項のうち各サブシス

テムに横断的に関わる事項について（1）において言及

することとし，これを踏まえて（2）において主要なサ

ブシステムが今後めざすべき方向を示すこととする。

（1）人生80年時代の経済社会システムの課題

人生80年時代の国民生活を生涯を通じて豊かなも

のにするという認識の下にシステムの再構築を進め

ていく上において，国民生活の向上を図る上で欠く

ことのできず，かつ，各サブシステムで扱いきれな

い横断的な事項がある。そのような事項の主なもの

として，国民生活の安全・安定・向上と国民全体を

通じる公平の確保の2点があげられる。また，国際

化への対応は，今後の我が国経済社会を考えると・

生涯にわたる生活が国際的な拡がりをもってくると

いう意味で・国民生活の基礎条件といえよう。

①　国民生活の安全・安定・向上

まず，国民生活の安全．安定・向上という基礎条

件の確保ということである。人生80年時代の到来に

伴い，国民は，長い人生の各ライフステージのいず

れにおいても，職業生活，個人生活両面で，達成感，

充実感を一層高めることをめざし，そのために，各

ライフステージにおける人生行事や大きな支出を伴

う事柄を的確に織り込んだ生涯にわたる生活設計を

行うことの重要性を一層深く認識していくことと思

われるが，これら条件の確保は，そうした生涯生活

設計に大きな狂いを生ぜしめることのないよう，公

的部門が配慮すべき大きな政策課題である。まず，

長い人生を豊かにする上で，健康は不可欠の条件で

あるが，近年，経済社会システムが高度化，複雑化

することに伴い，心身南画にわたるストレスの増大

が大きな問題になっている。また，経済社会システ

ムの高度化，複雑化に伴う事態として，情報化の進

展に伴うブライバン一便害など，個人情報に関わる
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問題も心配される。したがって，経済社会の高度化，

複雑化の中にあっても，安全に社会生活が営め，ま

た，我々の環境を人間らしい安らぎのあるものとす

るよう配慮していくことが必要である。

また，生涯にわたる生活設計は，長い目で見れば

我々の生活は今日より明日の方が向上するというこ

と，及び，その目標は努力が着実に積み上げられれ

ばほぼ確実に実現する，ということが前提であり，

これらが大きく動揺することのないよう経済社会全

体の舵とりをしていくことは重要な政策課題である。

このため，経済政策の面で，物価の安定を確保す

るとともに，その下で持続的な安定成長を達成して

いくことが今後とも強く求められる。

その際，国際的にみても高い水準に達している消

費生活等の私的なフロー面に比べて立ち遅れている

社会資本サービス・住宅等のストック面を重視する

など，経済発展の成果を将来にわたる国民生活の質

の向上に，より積極的に活用していくことが，ひい

ては我が国経済の内需主導型成長にも資するもので

ある。

②　国民全体にわたる受益と負担の公平

21世紀に向かって．我が国経済社会が活力ある発

展を遂げていくためには，経済社会の活力の向上に

関する環境条件を確保していく一環として，国民の

自立と連帯を促し，また，創造的な活動等に積極的

に取り組むことを重視する方策が不可欠であり，中

でも国民全体にわたる受益と負担の公平は一層重要

になると考えられる。

このような観点から公平を期すべき分野は多岐に

わたるが，今後の高齢化を考えると，経済社会のサ

ブシステムの構築の前提事項として，租税負担と社

会保障負担を合わせた国民の公的負担における公平

が今後一層重要になると考えられる。

こうした公的負担は，それに見合う財やサービス

が供給され国民生活に役立っていること，また，今

後，社会の高齢化の進展につれてそれを支える上で

必要とされる公的負担の割合が増大すること，及び，

年金についていえるように現在の負担者も将来は受

益者になるという社会契約の下での世代間の助合い

のための費用であることから，一方で将来に見込ま

れる負担水準の上昇をできるだけ抑えるよう努めな

がら，受益と負担のバランス，負担の合理的配分の

見地から国民一人一人が連帯し皆で社会を担ってい

くという合意の下に負担し合うことが期待される。

このような形での負担は，国民の相互間の連帯を

強める契機になるとともに，さらに社会全体の利益

の増進に資する活動へのインセンティブを高めるよ

うな負担の仕組みとして，21世紀の高齢社会を活力

あるものとすることに資することとなる。

③　国際化への適切な対応という観点から推進すべ

き事項

21世紀初頭の我が国の発想は，「小国の論理」から

脱却し，地球レベルで日本のあり方を見直すという

姿勢に転換していなければならないが，国民生活の

面でも，このような発想の転換が浸透し，これに即

した考え方や感覚が浸透していることが期待される。

我が国は，経済を中心に国際的に大きな影響力を

もつようになったが，国際化への対応を国民生活の

平面で考えると，次のような対応が進められる必要

があると考えられる。第一は，人々の国際感覚の改

善ということである。これは，高度な情報通信シス

テムを活用するなどにより，取引等の結びつきの深

さにもかかわらず心理上は遠い欧米諸国など各国の

実情をよく知ることにより，島国に住む日本人の国

際感覚やパーセプンョンギャップを改善することで

ある。その結果・国際経済の動きを中心に人々の理

解が深まれば，貿易問題等に関して国民が冷静に対

応することが期待される。

第二に，人的交流である。外国人が我が国に訪れ

る目的が多様になり，その人数も増えるとともに，

日本人自身の移動も一層増えよう。このため，都市

や交通機関等に外国人の利用に配慮した工夫を施す

とともに，長期滞在者に向けて国内諸制度の適応を

進めることが必要である。また，日本人の移動に関

しては，海外における適切な教育の機会の確保，帰

国子女受入体制など不安なく移動し得るよう，適切

な対応を行うこと，さらに，国際的な技術援助活動

への高齢者の積極的な参加の促進など日本にとらわ

れない考えをもつ個人レベルでの人々の活動の支援

などが必要である。

第三に，企業においても，国際的な対応という観

点と，生活自体を楽しむ人々の考え方の拡がりの双

方に対応して，例えば労働時間制度など企業内諸制

度を見直していくことが必要である。また，国際化

の進展は，各種規制の緩和と相まって，企業活動の

自由度をますます高めるものと予想されるが，こう
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した中で企業が社会的責任を果たすためには，例え

ば製品に対する企業の自己責任の考え方を強めるこ

とも必要である。

（2）主要な経済社会サブシステムの課題

①　雇用・年金システム

就業は単に所得を得るための場にとどまらず，余

暇や学習だけによっては得難い豊富な人生経験，多

様な人間関係，貴重な知識，情報を得る等・社会参

加や自己実現の場として，生涯生活において重要な

意味を持っている。したがって，就業の場の確保は

経済社会の活力を維持する上で最も基本的かつ重要

な要件であり，全ての人々がこの価値を共有できる

ようにすることが企業，労組，政府はもとより国民

各層の社会的責務であるといえよう。

このような観点から人生80年時代の就業問題を考

えるに当たっては何よりもまず，働く意志と能力の

ある者はそのニーズに応じた就業形態で何歳でも働

くことが可能な社会とすることが大切である。その

上で就業の場から引退する者に対しては，社会保険

である公的年金制度により基礎的な生計費保障を行

うとともに，老後生活費のうち，これを超える部分

については，企業年金や就業期の貯蓄・住宅，個人

年金等個人のニーズに応じた自立自助による資産の

活用を図るべきである。これにより生涯にわたる所

得保障も健全かつ効率的に達成されよう。

今後の労働市場を展望すると特に人口の高齢化の

影響が大きく，労働力の世代間の需給調整を強いら

れることとなる。すなわち，21世紀初頭にかけて，

生産年齢人口は増加するが，特に従来働き盛りとさ

れてきた30～54歳層は減少し，55歳以上の高齢層が

著増することが見込まれる。特に60～64歳層の増加

は著しく，その20～64歳層に占める割合は昭和55年

の6.3％から昭和65年には8.8％，昭和75年には9.6％

に達する。とりわけ，直近である昭和60～65年にお

いて，60～64歳層が127万8千人も増加することが見

込まれている。これに伴い，これまでに主に55～59

歳層の増加として現れていた労働力人口の高齢化の

扱が60～64歳層に移り，いわゆる60歳代前半層が大

きく増加するものと見込まれる。

このような人口構成の変化は従来の就業システム，

特に雇用システムの変革を迫っている。すなわち，

人生50年時代の代表的雇用システムにおいては．

30～54歳が働き盛りとされ，55歳で定年退職するこ

とを企業も雇用者も前提として，賃金，職階，労働

時間，企業内教育訓練・研修等のシステムをつくり，

その下で企業は利潤の確保と成長，労働者は所得の

確保，生活の向上を目標としてきた。しかしながら，

高齢化と寿命の伸長という条件変化により，このよ

うなシステムの下では，必然的に高齢者の雇用の場

を確保することができなくなる。したがって，就労

による高齢者の生計の維持が困難になるとといこ，

引退した人々の社会的な扶養負担は経済社会の活力

低下をもたらし，企業にとっても利潤の確保と成長

は容易でなくなると考えられる。さらに，高齢者の

経験，知識，能力を活用しないことが社会的な損失

にもつながろう。

これに対処するためには，企業・労働者双方にお

いて，従来のシステムから脱却し，より長い期間に

わたり就業の価値を社会的に共有するよう人生80年

時代の雇用システムを再構築していくことが21世紀

初頭までに我々が社会全体で取り組んでいく課題で

ある。したがって現在をシステム移行の過渡期と位

置付け，システム再構築に当たっての必須条件であ

る高齢期に備えた中年期からの職業能力開発，高齢

者を雇用する企業に対する行政の政策的援助，定年

延長の立法化筆法制度の整備等を着実に実施してい

くことが必要である。

人生80年時代の雇用システムを構築する際には，

高齢化の動向，高齢者の高い就労意欲等に鑑み．本

人の意向を考慮しつつ，少なくとも65歳程度までの

雇用の継続を目標とすべきである。また，人々の多

様な就労観に対応し，仕事が単に所得獲得の手段で

あるということではなく，余暇・学習とのバランス

を取りながら，それらとの相互作用により，生涯に

わたる自己実現が可能となるようなシステムが作ら

れることが必要である。

また，第Ⅰ部で指摘したような，技術革新等の進

展，国際化の高まり，個人の多様な就業ニーズの形

成等の就業を取り巻く種々の環境変化に伴い，従来

の労働市場に新たな要素が加わることが考えられる。

すなわち，技術革新のめざましい進展等により，

専門的知識を身につけた人材を人材派遣業に求めた

り，企業相互間の人材の引き抜きも増加し，これら

の人材はスタッフ部門の強化に充当されよう。また，

国際化の進展に伴い，専門的職業分野において，外
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国人労働力に対する需要も高まろう。さらに情報・

通信分野の技術革新の進展により，在宅勤務もある

程度浸透しよう。

また．個人によっては新卒時に就いた職業が自分

に適したものと認められなかったリ．よ1）よい就業

の場を見い出したりした場合には，長い職業生涯を

見通して，転職をめざす等，労働のモビリティが高

まろう。これは，若年層だけではなく，中年層にお

いても，今後多く見られよう。

さらに，高学歴化・家事の省力化・効率化，女性

のライフサイクルの変化等を背景とし，より豊かな

生活を求める志向から，女性の労働市場への進出が

より活発になろう。特に時間面で弾力的な勤務形態

を可能とするサービス化・ソフト化した産業分野に

おいて，企業，労働者双方の就労ニーズが合致し，

女子労働力が今後益々活用されよう。また，キャリ

ア志向の強い女性の増加，男子若年労働力の相対的

不足から，継続就業の女性が増加しよう。

以上のような新しくかつ多様な就業機会の出現は

今後の経済社会の活力の源泉となるものであり，こ

れらの就業機会の拡大，進展と従来の雇用慣行との

調整を図りつつ，高齢化等に伴う諸問題を解決して

いくことが肝要であり，以下のような方向で対応を

進めていく必要がある。

（高齢者の就業機会の確保）

第一に就業意欲の高い高齢者の就業機会を確保す

ることである。このため，当面少なくとも60歳代前

半層までの雇用の確保をめざすこととし，60歳定年

を基盤として，定年延長の一層の促進や再雇用・勤

務延長等多様な形態の雇用延長，高齢期に備えた中

年期からの職業能力開発，高齢者の経験や能力が十

分に生かされるような職務再設計，ME機器による

能力の補完等により，働く意欲と能力のある高齢者

の就業環境を整備する必要がある。また高度成長時

代には，年功と実力は一致している面が強かったが，

技術革新，産業構造の変化により必ずしも年功のみ

によっては実力を測りきれない要素が増大してきた。

このため，職務遂行能力についての適正な評価が可

能となるような職業能力評価基準の開発を行い，賃

金体系を整備することが必要であり，これは企業側

の負担感を軽減させ，高齢者の雇用の促進にもつな

がると考えられる。ただ，能力評価基準が適正に運

用されるためには労働者の能力開発，人事配置等が

公平になされることが前提である。このような高齢

者の就業機会の確保については，労働力人口の高齢

化の動向を勘案すると，今後4－5年間のうちに早

急な対応がぜひとも必要である。

また，就業から引退への円滑な移行を図り，かつ

その経験，知識を社会的に活用するため，在職中か

ら退職後の生活について十分準備をすることを促進

するとともに，引退する高齢層に対しては，ある程

度の報酬の伴う短時間での生きがい就労の可能な環

境を用意する他，シルバーボランティア等福祉の分

野での活動を促進することや，永年身につけた技術

を生かして発展途上国で指導に当たることを望む

人々に対しては，国際社会における日本の役割とい

う観点からもこれを積極的に支援する必要がある。

さらには．核家族化，都市化の進展に伴い，家庭や

地域の教育機能の低下が問題とされていることから，

学校教育・社会教育の現場で高齢者の活用の道を開

くことも考えられる。

（労働時間の短縮）

第二に長い就業期間をゆとりを持って過ごせるよ

う，時間的な余裕感に乏しい現役勤労世代全体の労

働時間の短縮を進めることである。21世紀には職業

生活とともに個人生活の充実が重視されると考えら

れることから，経済成長の維持と高齢者の雇用確保

の努力の中で，労働時間の短縮を進め，余暇活動へ

のニーズとのバランスを取ることが重要である。こ

のためには，適正な経済成長を前提として，労使双

方が生産性向上の成果を労働時間短縮に積極的に配

分することが必要であり，行政がこれを援助，促進

する措置を講ずる必要がある。具体的には，週休二

日制の普及，年次有給休暇の消化促進・有給教育訓

練休暇の普及，季節や業務の繁閑に応じた連続休暇

の定着，恒常的時間外労働の是正を進め，21世紀初

頭には，欧米先進国並の労働時間を実現すべきであ

る。時間短縮の阻害要因の中には，社員，企業等の

横並び意識によるものがあることから，業種・企業

グルーブ等利害を共通にする集団の一敦協力，個々

の企業内での労働時間管理の改善等も重要である。

もとより生産性向上の成果を賃金と労働時間に配

分するに当たっては，労働者の所得選好と余暇選好

のバランスに対応して行うべきものである。高度成

長から安定成長への移行に伴い，ここ10年程労働時

間の短縮がストップしているが，この要因としては，
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労働者の余暇選好は強まっているものの，所得選好

も依然かなり強いことが考えられる。この一因には

家計の余裕感の低下があると思われるが，これは石

油危機を契機とする実収入の伸びの低下を基本的要

因に,40年代後半からの実収入に占める非消費支出

の割合の上昇傾向を反映した可処分所得の伸びの鈍

化や，預貯金のような選択性の強い自由裁量的貯蓄

の低下等を背景として生じているものと考えられる。

したがって，時間短縮を推進する上においては，家

計の余裕感の回復を含め，中長期的観点から総合的

な方策を推進していくことが期待される。

（女性の就業環境の整備）

第三に女性の労働市場への進出に対応した就業条

件を整備する必要がある。このため，まず，雇用に

おける男女の機会均等の確保への努力が必要とされ

るが，今後，出産，育児と女性の職業生活について

は，子育て期においても職業生活を継続する志向が

高まるとともに，子育て後の再就業志向が強まると

見込まれるため，子育て期間中も働き続けることを

希望する女性には育児休業制度の普及により，出産・

育児等を理由に退職し，一度家庭に入った後再度就

業を希望する女性には女子再雇用制度の普及により

キャリアの継続が容易となる条件を整え，併せて安

定的なパートタイム労働市場を整備すること等によ

り，女性の意欲と能力を積極的に活用しつつ，職業

生活と家庭生活の両立が可能である環増条件の整備

を一層進めることが求められている。さらに，パー

トタイム労働者等が普通勤務への転換を希望する場

合はその道を開く一方で，普通勤務の者が育児期に

おいて希望する場合には一時パートタイム勤務へ転

換する道を開くことについても，積極的な検討が望

まれる。また，今後専門的技術的職業分野における

パートタイム労働や派遣労働，家庭生活との両立が

図り易い在宅勤務等新しい職業分野における新しい

職業形態が出現し増加すると予測されるが，これら

に対応した適切な雇用管理システムの整備が必要で

ある。このように多様な選択が可能となり，女性の

就業のための環境条件が整備され，女性が自らの職

業生活を設計し，その能力が有効に発揮されること

が期待される。

（生涯を通じた能力開発）

第四に労働者の生涯生活を通じた能力開発を促進

する環境を整備していくことである。技術革新の急

連な進展，サービス経済化，国際化等，環境の激し

い変化に対する適応力を高め，職業能力の維持・向

上を図るためには，労働者の長い職業生活にわたっ

て体系的・段階的な能力開発を行うことが必要であ

る。従って，職業能力開発体制を整備，充実し，オ

ンザジョブトレーニング（OJT）と職場を離れた教

育訓練（Off－JT）を効率的に組み合わせることによ

り，多様な能力開発の機会を確保することが重要で

ある。特に，能力開発がシステム的に推進されるよ

う,Off－JTの機会として，企業外の教育訓練施設

が有効に活用されることが必要である。また．能力

開発の基本である労働者の自己啓発による能力開発

の努力を助長し，そのための環境整備を有給教育訓

練休暇制度の普及，自己啓発に基づく教育訓練受講

に対する企業の費用援助の促進等によリ進めていく

ことが重要である。さらには，研究者・技術者等の

研修用長期休暇（サバティカルイヤー制）の設定も

検討が望まれるところである。

このようなシステムの改革の中で，就業形態も多

様化し，賃金体系は従来の年齢・勤続年数中心のあ

り方から，職場・仕事の種類に応じた職務遂行能力

中心のあり方へと変化し，能力主義への移行が進め

られていこう。

（老後の所得保障）

次に老後の所得保障については，基礎的な生計費

の確保を公的年金制度により行い，老後生活費のう

ち，これを超える部分については企業年金や就業期

の貯蓄・住宅，個人年金等個人のニーズに応じた自

立自助による資産により行うことが基本であり，老

後生活設計の中で，公的年金の果たす役割は大きい。

したがって，年金制度については，今後見込まれる

給付費の規模の拡大に備え，将来にわたって安定的

な運営が確保されなければならない。

このため，世代間，世代内の公平を図り，安定的

な年金制度を確保するという観点から，基礎年金の

導入，給付と負担の適正化などを内容とする制度改

正が行われたところである。しかしながら年金制度

の設計変更には極めて長い時間がかかり，一方我が

国の高齢化は急速に進展していることから，年金制

度改革後も，経済社会の変化の中で老後生活のあり

方を絶えず見直すとともに，年金制度の一元化をさ

らに推進しつつ，給付と負担のバランスを確保して

いくことが必要である。
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なお，被用者年金の支給開始年齢については，高

齢者の雇用動向とのバランスを取りつつ，その引上

げについて取り組んでいく必要がある。その際には，

60歳代前半層の多様な就業形態，就業ニーズ等の実

態にも配慮しつつ，個人のライフスタイルに応じた

給付システムについて今後検討する必要がある。

また，企業年金，個人年金については，中小企業

における企業年金の整備等，その育成普及に努める

必要がある。

さらに，海外商品先物取引，現物まがい取引，金

融取引，土地取引等いわゆる資産形成取引において

は，高齢者を中心としたトラブルが多発しているこ

とから、取引の適正化，高齢者対象のきめ細かな消

費者啓発，若年層からの消費者教育等，消費者保護

施策の一層の充実が求められる。

なお，以上の考え方に基づいて・雇用と年金が連

携した生涯にわたる所得システムのあり方を検討す

るため，年間総実労働時間については，男子1850時

間，女子1700時間，及び男子1600時間，女子1450時

間の二つのケースを設定し，退職年齢及び年金支給

開始年齢については65歳を想定し，賃金，就業構造

等について一定の仮定を設けて，一般雇用者（15歳

以上で週35時間以上就労する雇用者）の生涯を通じ

た生活時間・賃金，世帯ベースで見た家計収支バラ

ンス等を試算した。

その結果によれば，75年（2000年）における男子

一般雇用者の生涯労働時間は40年の102千時間，56年

の95千時間から，80～69千時間に減少し，一方，生

涯自由時間は40年の123千時間，56年の157千時間か

ら，201～216千時間に増加する。また，女子一般雇

用者の生涯労働時間は40年の43千時間，56年の49千

時間から45～39千時間に減少し，一方，生涯自由時

間は40年の204千時間，56年の211千時間から，

242～253千時間に増加する。これとともに労働時間

の特定年齢層への集中といった時間配分の偏在はか

なり解消される。

次に，時間当たり実質賃金が年2.5％上昇するとの

仮定の下では，75年の生涯賃金（実質）は56年に比

べて男子では1.2～1.4倍，女子では1.2～1.5倍程度

となり，労働時間短縮を行って55歳以上の賃金を10

％減額したケースにおいても生涯賃金は増加する。

この生涯賃金をベースに年金給付，退職金の受取

り，税・社会保険料等非消費支出等を勘案した75年

における生涯家計収支黒字は，56年の1．1～1．4倍程

度となる。（推計方法，推計結果の詳細は参考資料と

して本報告の最後に掲げた。）

②　健康・福祉システム

（健康システム）

健康は，あらゆる活動の基盤であり，生涯をいき

いきとしたものとするために欠くことのできない条

件である。

人生80年時代を迎え特に長くなった高齢期を豊か

なものとするためには，青年期から日常生活におけ

る健康管理に努めることが重要になってくる。まず，

健康管理・健康づくり対策を進める上では，我々は

様々な形で社会活動を営む中で生きがいを感じて生

活しているという視点を重視した新しい健康観をも

つ必要がある。こうした観点からは，健康について，

ア．健康をライフスタイルや社会参加のあり方，

家庭・地域など社会環境との関わりの面からも

考え，対応すること

イ．高齢期に向かって体に支障が生じてくること

は加齢による自然な現象であり，従来のように

これを「健康ではない」と考えるのではなく，

前向きに日常生活を送ることができ，周囲への

協力ができるならば「健康」というように「病

気と共生する健康」というものも考えていくこ

と

も重要となる。このような健康観は，高齢者が病気

をかかえていても社会活動を営み得るならば，積極

的に社会への参加を促すことにつながるであろう。

高齢化の進行を考慮すると，治療に最善を尽すこと

とともに，このような健康観を導入していくことが

重要であると考える。

以上のような健康観の下で，国民一人一人が健康

管理・健康づくりに取り組む上では，第一に，「自分

の健康は自分でつくる」という自覚と認識を深め定

期的に受ける健康チェックの結果を健康管理・健康

づくりに生かすこと，第二に，自分に合った健康管

理メニューに沿って健康管理に取り組めるよう健康

づくりスペシャリストやリーダーの養成及び人材登

録制度等の整備を行うことが重要である。また，社

会においても，第三に，正確で科学的な裏付けのあ

る健康情報を提供すること，第四に，健康づくりを

楽しく有益なものとするために家庭や地域ぐるみで

展開すること，等が重要になる。さらに，新たな情
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報伝達システムを活用することにより，ニーズに迅

速・正確に対応できる健康管理・健康情報システム

の開発，導入を進めることも重要である。

健康づくりは個人の取組みが基本になるが，それ

を裏打ちするためのサービス供給のあり方として，

基礎的ニーズについては公的部門が対処し，またニ

ーズの多様化部分については民間部門が補完的に対

応するといった連携ある対応が大切と考えられる。

また，地域や家庭の関わり方としては，家庭につい

ては，健康的な生活習慣をつくる場であり，家族相

互間の健康への気遣い等を身につける上でも重要な

位置にあることから．健康に対する積極的な取組み

を促すとともに，地域についても，個人が自発的に

健康管理に取り組む身近な場として重視することが

大切である。

以上のような個々人の努力等と相まって保健・医

療体制においても，治療重視の体制を健康増進・予

防から治療・リハビリテーションまでの包括的医療

体制へという，近年進められている体制の転換を一

層強力に推進する必要がある。すなわち，家庭，学

校，職場，地域等様々な場を通じた健康教育の普及

を図り，健康の自己責任の下で個々人が生涯を通じ

て自分に適した健康管理．健康づくりを進めるとと

もに，地域の保健所や市町村保健センター等の機能

強化や，さらにはこれら保健関係施設と福祉施設と

の連携の強化等を図っていく必要がある。

また，最近，働き盛りの世代について問題になっ

ている心身症や鬱病，神経症などの精神障害の多発

や職場への不適応についても，まず心の健康管理が

重要である。このため，心の悩みや不安を解消して

いくためには，個人の努力や家族の協力のほか，職

場や地域における相談体制の整備，ストレス解消法

の研究と普及など，行政，企業，職場，家庭が協力

していくことが必要である。

さらに，健康管理・健康づくりの充実により，成

人病の予防やさらには健康の増進が図られれば，個

人にとって生涯を豊かなものにする重要な条件が整

うとともに，今後見込まれる医療費や福祉費の増大

を抑制する効果も期待される。

国民の健康については，上に述べたこととともに，

医療資源の効率的な配置を行うことが重要である。

このため，地域レベルの健康管理や日常的な病気に

対する外来医療を担当する一次医療，一般的な入院

医療を担当する二次医療，高度・特殊な医療を担当

する三次医療等，医療機関の機能分担を行い計画的

にその適正配置を図る必要がある。また，患者への

医療機関の相互紹介・高度医療機器の共同利用等に

より，各医療機関の相互連携を強化していくことも

重要であり，併せて，新たな情報システムの導入も

大きな役割を果たしていくと期待される。

特に，人生80年時代には，人々の健康管理・健康

づくりを支援する一環として，家庭医（プライマリ・

ケア担当医）の養成が重要な課題となる。現代医療

は専門化が進み，医師との関係は医療機器を媒介と

した人間的な温かみに乏しい状況になっていること，

患者に十分な時間をかけた健康相談や診断・治療が

行われにくいことなどが問題になっている。また，

患者側も大病院志向を強めている。こうした中で，

家庭医は，地域の人々について，個々に家庭環境や

生活歴・既往症など，人々の自発的な健康づくりの

指導や病気の治療に際して必要な健康情報をもち，

必要に応じて高度専門医療機関への紹介を行う機能

をもつ，人生80年時代の健康体制の要の位置にある

が，そうした立場にあるべき開業医の割合は低下し

高齢化してきている。今後の健康管理・健康づくり

等の強力な推進のためには，こうしたプライマリケ

アを担う医師の育成と普及が重要な課題になってい

る。

国民医療費の規模については，成人病中心の疾病

構造の変化や高齢者の増加により今後もある程度増

加せざるを得ないと考えられるが，以上の，健康管

理・健康づくりの推進，医療資源の効率的な利用の

促進等により国民の医療費負担が過大なものになら

ぬよう総合的に対応していく必要がある。また，生

活水準が大きく上昇した今日，国民の医療サービス

に対するニーズも多様化，高度化しているところで

あるが，そのニーズの全てに公的制度が応えていく

ことには自ずから限界がある。したがって，公的保

障を中心としながらも，適正な設計，公的制度との

適正な役割調整を図りながら，公的保障を補完する

ものとしての私的保険の活用も検討されるべきであ

る。

次に21世紀を展望すると，現代の医学は遺伝子工

学を中心に大きく発展していくと考えられる。例え

ば，既に欧米で日常的に行われている臓器移植は，

人間の生命を100歳以上に伸長させる可能性をもつ
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といわれ・このほか臓器移植と脳死，終末医療，そ

して人工熾器の導入など，生命と倫理に関する基本

的なあり方が医療技術の開発と応用の方向一汁ナとし

て欠くことのできない時代になりつつあI），国民的

な合意を形成していくことが必要になってきている。

さらに，今後も国際化は一層進展すると考えられ，

海外生活を送る日本人や外国人の日本滞在者は増え

ていくが，海外在留邦人に対する医療供給体制を整

備するとともに・また，在日外国人に日本の医療サ

ービスを受け易〈することが課題となっておI）・日

本人医療チームの派遣や医療保険の適用の拡大など

を進めていく必要がある。また．国際的な活動や交

流は，今や，世界のすみずみに及び，しかも，益々

活発化していることから・現代人が既に免痩を失っ

てしまった自己増殖型ウイルスの爆発的な流行が懸

念される時代に入ってきている。こうした病原菌等

に対する国際的なサーベイランス体制の早急な整備

が望まれる。

（福祉システム）

将来の高齢者の介護需要については・現在程度の

発生率のままであると，表II．2のとおり，ねたき

り老人，痴呆性老人はそれぞれ昭和56年の1．96倍，

2・09倍となると予測されている。もちろん，個人，

社会の双方が健康増進にかなりの努力を傾ければ一

定の効果が期待されるが・しかし，全体量は現在よ

りも増える可能性が大きいであろう。したがって，

そうした介護需要に適切に対応する必要がある。た

だし・その場合，社会全体も個人も，介護サービス

など高齢者の福祉ひいては社会福祉のあI）方につい

て，大きく意識の転換を行っておく必要があると考

えられる。すなわち，我が国は，福祉の分野に関し

ては，欧米諸国のようにボランティアなど市民レベ

ルの活動を基盤とする形で進められたという面よI）

も公的に進められてきたとぃう面が大きいと考えら

れる。このため，システムの基盤であるべき地域の

人々の間に，「お互いに支え合おう」という心構えが

依然として希薄なままに今日まできているのではな

いか，という心配がある。

福祉の分野から人生80年時代の意味を考えると，

それは，誰もが長生きし・しかも・ねたきり等の状

態になる可能性もあるということである。ここから・

人々がハンディキャッブをもつ人々を自分自身の問

題として把え，積極的に対応する必要性が生まれて

くる。このように考えると・福祉における活動は，

民間活動も含め，単に経済的な余裕があるから実施

するという程度のものではなく，21世紀の高齢社会

を人間的な社会としていくための重要な要素という

ことができよう。こうした観点から．物心両面での

人々の支え合いという社会福祉の基盤の醸成の上で

好ましくない要因を排除し，一人一人が地域の構成

員としてハンディキャッブある人々の生活を自分の

身近の問題として肥え，福祉に具体的に取り組む方

向を明確に示していくことが・高齢者福祉対策の的

確な推進の上で不可欠の条件と考える。

このような人々の意識の改革を強力に推進しつつ，

高齢者の介護に関する対策を展開していく，第I部

で見たように，高齢者の，家族や地域の中で介護を

受けたいという希望等を踏まえて，現在福祉対策は・

従来の施設収容型中心から在宅処遇型の対策へと転

換が進められている。ただし．在宅処遇への転換と

いっても，核家族化等による家庭の構造と機能の脆

弱化や，世代間のコミュニケーションを確保し難く

している住宅事情等，ねたきり老人等を受け入れる

家庭側にも様々な支障があ1），また，そうした条件

表I卜2　ねたきり老人数，痴呆性老人数の将来推計

幸三・亨≡≡＝≡≡三〒≡芋≡≡二≡三〒≡享≡≡≡一三≡≡享≡≡≡．
（注）1・ねたきり老人数は，厚生省「厚生行政基礎調査」，「社会福祉施設調査」に・痴呆性老人数は，

東京都「老人の生活実態及び健康に関する調査（昭和55年）」に基づき，厚生省人口問題研究所の
「将来人口推計」中位推計に従って作成した。

2・ねたきり老人数は，痴呆性老人数とも65歳以上である。
3・ねたきり老人数は，在宅，入院，施設の総数である。

（出典）経済企画庁総合計画局「高齢社会への課題と対応」
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が整っている家庭においても，ある程度専門的な介

護教育や実施段階での家庭の負担の軽減も必要であ

る。このため，家庭奉仕員（ホームヘルパー）の派

遣や特別養護老人ホーム等地域の福祉施設を在宅福

祉推進の上で拠点化することなど，家庭の負担の軽

減策が進められているが，施設福祉対策とのバラン

ス上，一層強力な施策の推進が必要である。

また，これからは，在宅福祉中心の対策を展開す

る上においては，公的部門の活動に加えて，地域の

人々の支援が大きな役割を果たすこととなろう。ボ

ランティアについては，宗教的な伝統など社会的な

条件の違いがあり，彼我を単純に比較することは困

難であるが，家庭が介護を行っていく上において地

域社会の応援があるかないかは，家庭にとって精神

的，物理的にかなり大きな差をもたらすことになろ

う。

こうした在宅福祉対策の推進のほか，家庭での介

護が困難とされている一定程度以上の重症な老人に

ついては，特別養護老人ホームなどの福祉施設に収

容することとなるので，そのような施設の整備を今

後も進める必要がある。なお，福祉施設の整備・運

営に当たっては，それが単に施設に収容される人々

のためにだけ設けられるのではなく，その施設の周

辺地域において高齢者の介護を行っている家庭の負

担の軽減や家庭が供給し得ないサービスの供給の拠

点になるなど，周辺地城の家庭にとって中核的な拠

点となることが理想であり，この方向での整備を進

める必要がある。

なお，高齢者の介護のあり方をめぐり「老人保健

施設」(いわゆる中間施設)に関する検討が進められ

ている。これは，今後増大するねたきり等の介護を

必要とする老人の多様なニーズに対応し，入院治療

の必要はないが，在宅での療養が困難なねたきり老

人等に対して，医療サービスと福祉サービスを併せ

て提供する施設体系として，制度化が予定されてい

るものである。

公的部門における活動に関しては，このような人

的サービスの供給や施設整備に加え，例えば痴呆状

態に至ることのないように，その前の段階で必要な

手立てを講ずることができるよう，老化に関する研

究開発の推進が必要である。また，現在の科学技術

では，人間の指等の複雑かつ微妙な動きが完全には

把握されていないため，これをロボット化するに至

っていないが，これが実現した場合には，介護に伴

う身体的な負担を大きく軽減することが期待される

ことから，そうした科学技術の推進や福祉機器の早

期の開発，普及が急務である。

次に，公的サービスの対象者と常用負担に関して

であるが，まず，対象者については，第Ⅰ部及び上

にも述べた通り,現在の家庭の機能低下という流れ

の中では，経済的な余裕の程度を問わずに介護を必

要とする人々が増える。したがって，これに対応し

て，サービスを必要とする人々に対しては，経済的

な余裕の程度を問わず，全ての人々を対象とするこ

とが必要である。また，このように，対象者が一般

的になり・経済的な負担能力の高い人々も多数対象

者の中に入ってくることに伴い，費用負担面では，

それぞれの負担能力の範囲内で適正な程度の負担を

するという方向を一層強めていく必要がある。

さらに，最近，この分野で有料による福祉サービ

スの供給活動がみられるが，サービスの質や活動の

安定性の確保などの面でこうした活動を誘導すると

ともに，ニーズの多様化，高度化にも対応し得る供

給体制の形成を促していくことも必要である。

③　教育・学習システム

教育は，人格の完成をめざし，平和的な国家及び

社会の形成者として，真理と正義を愛し，個人の価

値を尊び勤労と責任を重んじ，自主的精神に充ちた

心身ともに健康な国民の育成を期して行われるもの

である。人生80年時代を迎え，増大する国民の学習

ニーズに対応するためには，こうした目標を持った

教育が，社会のあらゆる機会を通じて実現される必

要がある。この場合，各学習機会は，それが公的目

的を持つものであれ，営利を目的とするものであれ，

国民生活に大きな影鞘を与える高齢化・国際化・情

報化等の経済社会の変化に応じた教育を提供してい

かなければならない。

また，学習者が自ら定めた課題を解決するために，

主体的に学習し，成長し続けられるようにするため

には，場所的，時間的に多様な選択が可能となる学

習機会が提供されるとともに，費用の負担方式も多

様化されている必要がある。こうした条件を持った

システムをつくる上で行政は，学習者のニーズを正

確につかみ，これと社会全体の効率性，公共性・社

会性等を勘案するなどの調整を進めていかなくては

ならない。例えば生涯学習では，誰でも，いつでも，
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どこでも学習が可能となる社会の構築をめざしてい

るが,学習には適時性とか累積性といった問題があ

り，これを学習者のニーズとともに重視する必要が

ある。

これらは，生涯学習を実現するための基本的条件

であるが，その条件を満たすため以下のような具体

的方策を講ずる必要がある。

（学習機会の多様な選択）

学校，企業，公共職業訓練施設，さらには社会に

おけるその他の学習機会が連携を図るには,いかな

る学習機会を利用する場合でもその履修内容・水準，

学習成果が明らかになっている必要がある。例えば，

社内研修で情報処理の学習をした後，それを発展さ

せるため次に学習したいと思っている大学ではどの

講義を履修するとよいのかといったことがわかるよ

うになっていたり，学位をもらうまでには至らない

短期間の学習に対する評価ができるような統一され

た基準が設定されているということである。また，

各学習機会について，その提供する教育ブログラム

の内容，水準に関する情報提供を充実させるととも

に，どの学習機会を利用すべきかということを相談

できるカウンセリング機関を創設することも必要で

あろう。しかし一方では，社会の様々な分野の中で

独自の発想をもって提供されている統一基準のない

多様な学習機会の存在が，現在の多様な学習ニーズ

に応じたものであることを考慮しておく必要がある。

（時間の多様な選択）

学校教育，特に高等教育については，より一層社

会人にも開放されたものとするため，社会人のため

の特別選抜の推進，放送大学の充実，大学公開講座

の拡充など，社会人受入れ体制の強化を図るととも

に，公共職業訓練施設等においても社会人が弾力的

に学習ができるような体制を充実させる必要がある。

一方，企業においては，必要に応じて，希望する社

員が一定期間職場を離れて学校等で学習することが

できる機会をつくることが必要であり，そのための

長期の休暇制度を設けることなどが必要である。特

に，中小企業でもこうした制度の普及に遅れをとら

ないように配慮していくことが望まれる。また，そ

の成果を企業内で十分評価し，処遇するとともに，

転職・再就職にも不利にならないような雇用制度，

慣行を形成することや企業の持つ知能，人材等を学

校教育で利用していくための環境条件整備を図るこ

とが望まれる。さらに，勤労者だけでなく，自営業

者，家庭の主婦等の学校への回帰を容易にするため，

地域が連帯して学習期の困難をお互いに助けていく

ような機運が醸成されることも期待される。

こうして社会人の学校への回帰が容易になれば，

中等教育終了後すぐに高等教育を受けるのではなく，

何年か労働を経験した後にまた教育を再開するとい

うことも可能となる。

（費用負担の可能性の拡大）

学習のための賛用に関しては，その期間における

所得の確保や，支出時期の選択についての可能性が

拡大されなければならない。

まず，所得の確保については，学習のため，一定

期間職場から離れる状態になった場合の費用をだれ

が負担するのかという問題がある。学習が職業的動

機に結びつくもので，企業との関わりの深い内容の

ものであれば，企業が授業料を負担したり，有給で

教育訓練のための休暇を与える必要がある。有給教

育訓練休暇制度はこれを利用した従業員の職業的能

力の開発が行われるわけであるから，それは長期的

にみて企業の生産性向上をもたらすという意味で，

企業にとっては有益な制度である。この費用の一部

は，これまでの企業内教育の経費を充てることによ

って賄うことができるが，企業が負担できる領や負

担できる企業の数は限られてくることが予想される。

このため，教育訓練休暇のメリットが理解され，制

度が普及するまでの間は，自己啓発助成給付金によ

り，引き続き制度の奨励を進めていく必要がある。

また，自分自身の学習に必要な所得の確保という

面では，親が負担している子供の高等教育費を本人

の負担とする途を拡げることなどが考えられる。

（国際化への対応）

経済社会の国際化に対応して教育の分野での国際

化は，これまで，留学に代表されるように主に学校

で進められてきた。今後も外国人留学生の受け入れ

を増やすためその体制を整えるとともに海外留学を

奨励する必要があるが，他の学習機会の果たす役割

も見逃すことはできない。例えば，学生・生徒間や

市民レベルでのスポーツ，文化，芸術，社会活動等

の交流を促進することも効果が大きい。これにより，

日本人としてのアイデンティティを確立し国際的バ

ランス感覚を持った人材の育成，国際理解への貢献

が期待できる。さらに，国際人の育成や相互理解の
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ためには，留学などの交流に加えて国内の学校等に

おいても，言語の習得，外国の社会・文化について

の学習等多様な教育ブログラムが提供されなければ

ならない。

また，海外子女の教育については，海外における

教育という利点を生かすことが必要であり，日本人

としての基本を培いつつ，国際性豊かな人材の育成

に資することが積極的意義を有することから，引き

続き，日本人学校等の充実を図るなど，適切な教育

のための環境条件の整備を図ることと併せ，教育方

法等について研究を進める必要がある。さらに，帰

国子女の教育についてもこれらの子女が身につけて

きた特性を生かすとともに国内の学校の国際化に資

するよう適切な受け入れ体制を整備する必要がある。

（情報化への対応）

今後，一層,情報の価値が高まり，教育以外の目

的を持ったものを含めて大量の情報が供給されるこ

とが予想される。このため，情報手段の利用方法も

含め，情報を主体的に選択しこれを自己の能力向上

に利用し生活に役立てるとともに，社会の発展のた

めにも活用することができるような基礎的，総合的

な能力を身につけることが重要になる。このため，

その具体的な教育内容，方法についての検討をさら

に推進するほか，特に高等教育段階においては情報

化に対応した教育研究条件の整備を図るとともに，

今後の情報化社会を担っていく人材の養成にふさわ

しい組織を充実強化していく必要がある。

また，様々な情報手段を利用し，学習を魅力的な

ものとしてその活性化を図り，教育の効率化を因っ

ていく必要がある。そのためには，まず，すぐれた

CAIソフトウェアの開発，指導者の養成，研修など

基礎条件の整備を図ることである。また，人々の自

発的な学習活動を活発にするため，学習情報のデー

タバンク化，図書館等のネットワーク化など情報の

提供，相談体制の整備を図っていく必要がある。な

お，新しい情報手段を利用する場合は，情報媒体と

しての映像の役割が大きくなるという情報の質の変

化に適切に対処するとともに，テクノストレスなど

心身への影響に配慮し，人間や自然との触れ合いな

どをより探めていく必要がある。さらに，情報秩序

に関するモラルを社会全体として確保するため，

様々な機会を通じて，この点についての教育を進め

ていく必要がある。

（自由時間増大への対応）

自由時間の増大していく中で，それをくつろぎや

休養，気晴らしのために使うだけでなく，積極的に

スポーツ，文化活動を行うことにより，充実した生

活を送り，創造的人生の構築を望む人が増加してい

く。このように，生涯充実した生活を送る上で自由

時間をいかに有効に使うかといった問題は重要であ

り，人々のニーズに即したスポーツ，文化施設の整

備を図るとともにこれに応える教育システムを整備

していく必要がある。現在，これに関する教育につ

いては，学校教育，公的社会教育，スクールビジネ

ス等で行われているが，これらの学習プログラムの

充実，学習情報システムの整備を図るとともに，教

育を第一義的目的としていない一方的な情報の影響

への対処，仕事が集中している年齢層が学習機会を

得にくいといった問題を解決する必要がある。

また，充実した余暇生活とは，経深社会という面

からみれば創造的な消費活動を行うことである。実

りある80年の生涯を送るためにこうした創造的な消

費ができる能力を育てることは益々重要になってく

る。

（家庭・地域環境の変化への対応）

少子化，小家族化等により，子供と親以外の家族

員との接触が少なくなるとともに，雇用者世帯の増

加等により子供と親との接触の時間も減っていく中

で，家庭が持っていた教育機能の低下が指摘されて

いる。家庭の教育機能は，本来，身近な人との接触

の中で生まれるものであるから，これを安易に他の

学習機会に依存しても問題の解決とはならない。こ

のため，親に対しては育児休業制度等の福利制度を

普及させ，労働時間の短縮を促進するとともに，育

児等に関する社会教育の充実，カウンセリング体制

の整備を図り，家庭の機能回復を図る一方，近隣の

高齢者からは育児の知恵などを受け継いだり，高齢

者と子供との交流機会の拡大を図ることが必要であ

る。これに加えて，学校においても生活の基本的習

慣，自律性・自主性などの人間形成の根本にかかわ

る内容の教育を一層推し進めていくことが重要であ

る。さらに，近年，都市化や過疎化に伴い，地域に

おける連帯が薄れ地域の持つ教育力が弱まる中で．

自然に接する機会の拡大，地域に根ざした各種行事

の実施，ボランティア活動の促進を図るとともに，

学校においてもそうした活動への参加について適切
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な評価を工夫するなど，学校数育と連携した地域社

会における教育力の活性化を促す必要がある。また，

学歴偏重の社会的風潮や過度の受験競争などの問題，

さらに，いじめ，校内暴力等の問題行動についても，

学校・家庭，地域が相互に連携協力して，解決に取

り組んでいかなければならない。

④　住宅・生活環境システム

人生80年時代の住宅・生活環境システムの構築に

当たっては，実際にそこに生活する人の立場に立ち

つつ，次の諸点が達成されることを目標として，対

応を進めていくことが必要である。

第一に，住宅・道路・公園・下水道・学校・文化

施設・福祉施設，身近な自然，美しい街並み等の物

的条件だけでなく，日常生活が便利なこと，安全で

あること，人と人とのつながりによって連帯感を持

てること，人々の協働を通じて生活の向上が図れる

ことといった社会的条件が一体となって揃っている

ことである。

第二に，国民が「人生80年」の生涯生活設計の中

で住生活を計画的に位置付け，持家・借家，あるい

は親との同居，隣居，近居等居住形態を問わず，ラ

イフスタイルの変化に対応して住宅を選択すること

が可能となり，また・生涯生活コストの面において

も，住宅ローンの支払いが特定の年齢層に集中して

いるが，これらの層が経済的余裕感に欠けることが

ないように配慮することである。

第三に，高齢者の特性やニーズに行き届いた配慮

が払われ，世代間の交流を通じて，人々が心豊かで

安定した生活を営むことができるような，安全で快

適な，暮らしやすい生活環境が形成されることであ

る。

第四に，国土資源は有限であることを前提として，

土地の有効利用が図られることである。特に，大都

市圏の既成市街地においては，土地の高度利用，再

開発等を通じて良好な住宅・生活環境が形成され，

居住水準の向上が図られることが肝要である。

住宅・生活環境システムは，これらを踏まえつつ，

次のようなことに重点を置いて構築していかなけれ

ばならない。

（居住の安定の確保）

持家については，二世代住宅ローン制度等，住宅

取得を行いやすいような方策，借家については，民

間賃貸住宅建設に対する融資制度等，良質低廉な貨

貸住宅の供給を促進するための方策の検討をさらに

進めることが必要である。

持家，借家いずれについても，高齢者向け住宅の

供給を促進していくことが必要であるが，特に，公

的住宅については，高齢者に対して入居の優遇を図

ることや，1階またはエレベーター停止階への住宅

変更を認めるなどの方策を拡充していくべきである。

また，増改築ニーズに対応するため，可変的な間取

り構造等についての技術開発等を促進していくこと

が必要である。さらに，住み替えニーズに対しては，

情報規格の標準化，流通機構間の提携の強化等によ

る不動産流通情報提供の円滑化等を促進し，新築住

宅・中古住宅，持家・借家等に関する豊富な情報の

中から適切な選択ができるようにするべきである。

技術面では，部品改良，耐久性強化等により家族

構成員の変化に応じて長期にわたり居住することが

可能なセンチュリー・ハウジング等についての技術

を開発・普及していくことが望まれる。

なお，このように，住宅を供給する側においては，

国民の多様な選択が可能になるように対策を進めて

いくことが必要であるが・住宅を選択する側におい

ても，生涯生活設計の中で住生活を計画的に位置付

け，居住地，居住形態，持家，借家の別等を判断し

て選択するよう心がけていかなければならない。

（同居，隣居，近居等，多様な居住形態への対応）

核家族化等の進行に伴い，育児や介護に手がまわ

らなくなるなど家庭機能の低下がみられるが，それ

を補うかたちで高まってきた同居ニーズや隣居，近

居ニーズへの対応を進めていくことが肝要である。

そのため，同居向け住宅の供給を促進していくこと

が必要であるが，特に，公的住宅については，同居

世帯に対する当選倍率や居住階の配慮を通じての入

居優遇，分譲時の最低一時金の減額，老人同居等割

増貸付，承継償還制度等の方策を拡充に向けて検討

を進めることが必要である。また，隣居，近居ニー

ズに対応して，これらの居住形態にふさわしい住宅

の供給や情報提供等を行うことが必要であるが，特

に公的住宅については，二戸の住宅を隣接させた「ペ

ア住宅」等を建設したり，親子いずれかの世帯が既

に住んでいる共同住宅．団地に残りの世帯の優先入

居を図るなどの方策を推進しなければならない。

（居住水準の向上）

国民が心豊かで安定した生活を営むことが可能と

79



なるように・住宅の広さ等を改善し，その質的向上

を図っていくことが肝要である。そのため，第五期

住宅建設五箇年計画の計画期間中（61年度から65年

度）できる限り早期に，計画に示されているように，

すべての世帯が最低居住水準（表ⅠⅠ一3）を確保で

きるようにすることを目標とし，また．75年を目途

として，半数の世帯が誘導居住水準を確保できるよ

うにすることを目標として，居住水準の向上に努め

ることが必要である。このうち，誘導居住水準につ

いては，郡市の中心及びその周辺における共同住宅

居住を想定した都市居住型誘導居住水準（表IⅠー4）

と郊外及び地方における戸建住宅居住を想定した一

般型誘導居住水準（表I1－5）の二つの水準がある

が，それぞれについて地域の特性等に応じた居住水

準の向上に努めなければならない。

（高齢化の進行に対応した住宅政策と福祉政策の

連携）

表ⅠI・3　具低居住水準

世　帯　人　員 居住室面積 住戸専用面積
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5
　
5
　
6

14．0m2

22．0

25．5

35．0

44．0

50・0

58・5

（注）1）標準世帯の場合（表II－4，ⅠI－5についても同じ）。
2）標準世帯とは．この場合・夫婦と分離就寝すべき子供より構成される世帯をいう。ただし，

5人以上の世帯の子供については・そのうち2人は同室に就寝するものとしている。
3）居住室面積には・寝室及び食事室兼台所のみを含む。
4）住戸専用面積には寝室・食事室兼台所．便所，浴室・収納スペース等を含むが・バルコニ

ーは含まない。なお，住戸専用面積（壁厚補正後）は，鉄筋コンクリート造を想定した壁厚
補正を行っている。

5）主構成の記号は，数字は寝室数，Kは台所・DKは食事室兼台所である。

表I1－4　都市居住型誘導居住水準

世　帯　人　員 居住室面積
住戸専用面積
（壁厚補正後）

（参考）
住戸専用面積（内法）

1DK

1DK

1LDK

2LDK

3LDK

4LDK

4LLDK

4LDK

4LLDK

20．0m2（12・0畳）

23．0　（14．0）

33．0　（20．0）

46．0　（28・0）

59・0　（36．0）

69・0　（42・0）

79．0　（48・0）

74．5　（45・5）

84．5　（51．5）

2

m7
　
3
　
5
　
5
　
1
　
4
　
2
　
2
　
9

3
　
A
T
　
5
　
7
　
9
　
0
　
2
　
1
　
2

1

　

1

　

1

　

1

（注）1）標準世帯とは，この場合・夫婦と分離就寝すべき子供より構成される世帯をいう。ただし・6人世
帯の子供については・そのうち2人は同室に就寝するものとしている。

2）居住室両横には寝室，食事室，台所（又は食事室兼台所）及び居間のみを含む0
3）住戸専用面積には，寝室，食事室台所（又は食事室兼台所），居間，便所，浴室・収納スペース等を

含むが，バルコニーは含まない。なお・住戸専用両横（壁厚補正後）は，鉄筋コンクリート造を想
定した壁厚補正を行っている。

4）主構成の記号は，数字は寝室数，Lは居間，Dは食事室，Kは台所（ただし，1人世帯のDKは食
事室兼台所）である。
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表1ト5　一般型構導居住水準

世　帯　人　員 室　構　成 居住室面積
住戸専用面棟
（壁厚補正後）

（参考）
住戸専用面積（内法）

1DKS

1DKS

1LDKS

2LDKS

3LDKS

4LDKS

4LLDKS

4LDKS

4LLDKS

27．5m2（16・5畳）

30・5　（18・5）

43・0　（26・0）

58．5　（35．5）

77・0　（47．0）

89・5　（54・5）

99．5　（60．5）

92・5　（56．5）

102・5　（62・5）

2

m0
　
5
　
2
　
。
。
　
3
　
1
　
0
。
　
7
　
4

5
　
5
　
7
　
9
　
2
　
4
　
5
　
4
　
6

1

　

1

　

1

　

1

　

1

44．5m2

49．0

65・5

89・5

112・0

128・5

144・0

134・0

149・5

（注）1）標準世帯とは・この場合，夫婦と分離就寝すべき子供より構成される世帯をいう。ただし，6人世帯の
子供については，そのうち2人は同室に就寝するものとしている。

2）居住室面積には，寝室，食事室・台所（又は食事室兼台所）．居間及び余裕皇のみを含む。
3）住戸専用面積には・寝室・食事室．台所（又は食事室兼台所），居間，余裕室・便所・浴室・収納スペー

ス等を含むが・バルコニーは含まない。なお，住戸専用面積（壁厚補正後）は，鉄筋コンク1」ート造を想
定した壁厚補正を行っている。

4）主構成の記号は・数字は寝室数・Lは居間・Dは食事室・Kは台所（ただし．1人世帯のDKは食事室
兼台所）．Sは余裕室である。

高齢期に各人の希望する居住地，居住形態の選択

が可能となI），心身機能の低下に相応して十分な介

護を受けられるようになることは，福祉社会におけ

る基本的な条件である。そのため，高齢者用の住宅．

老人ホーム等の整備を促進し．さらに必要な時に専

門職員が機敏に対応できる機能等を備えた高齢者向

け住宅の供給を進めるなど，住宅政策と福祉政策の

連携を因っていくことが必要である。また，高齢者

の住宅，施設需要を把握し，住宅の建設．管理運営

等に関する計画をたてていかなければならない。

（ノーマライゼイションの考え方の導入）

健常者のみを念頭に置くのではなく，高齢者や身

体障害者にとってし　暮らしやすく．日常的な生活

が可能になるようにするというノーマライゼインョ

ンの考え方を住宅や施設の設計等に導入していくこ

とが必要である。そのため，住宅の設計に当たって

は，段差を解消し，転倒防止用の手すりを設置し・

必要な場合にはねたきり老人の移動を介助するため

の機器を導入するなど，高齢者に特に配慮しなけれ

ばならない。また，施設については，道路の歩道部

分の拡幅，歩道のネットワーク化・段差の解消，高

齢者の利用のための「ふれあい公園」の整備等を図

っていくとともに・今後増加すると予想される高齢

者ドライバーのために分かI）やすい道路標識，情報

提供のあり方等を検討していくことが必要である。
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（安全で快適な生活環境の創造）

国際的評価に値する．次の世代に伝えていくにふ

さわしい社会資本ストックを構築するためには・国

際的に著しく立ち遅れた下水道等の基盤的な施設の

整備を一層促進することはもとよ1）・安全で快適な

環境の創造のために．事故，災害等に強い都市づく

りを進め．緑の保全，創出を図っていくことが特に

必要であるが，その際，都市公園の整備・道路緑化

等公共による緑化だけでなく，民間においても・生

垣の設置，工場緑化，ビル周辺の緑化等を促進して

いかなければならない。また，民間による緑化のた

めには，企業や住民の協力しやすいような仕組みや

制度を整えることが重要であるので，植樹，樹木の

推持，保存樹林のある土地の買入れなどの事業を行

える公益的な団体の拡充を図るとともに，緑化協定

制度等の普及を進めていく必要がある。さらに，大

都市圏の既成市街地の再開発の際にも，積極的に緑

のオープンスペースをとるなど・様々な機会に緑化

の観点を取り入れていかなければならない。また，

都市から離れた原生的な自然等についても，積極的

に保全するとともに，森林等とのふれあいを深める

機会の確保を因っていく必要がある。

なお，今後，訪日外国人が増加すると見込まれる

ことから，例えば道路標識の表示にローマ字を用い

るなど，情報が適切に伝わるようにしなければなら



ない。

（文化施設・スポーツ施設等余暇施設の整備．活用）

文化施設・スポーツ施設等余暇施設に対する住民

の要望及び地域の実情に応じて・その整備を図るこ

とが必要であるが．その際，多目的ホール．アマチ

ュア作品を展示できる美術館のように様々なニーズ

に対応することが可能な施設にするなどの工夫が，

計画段階から必要である。さらに，既存施設につい

ても，利用手続きの簡素化．利用時間の弾力化，情

報提供等住民が利用しやすいような管理運営方法を

検討し、催物の企画等への住民の参加を募るなど，

有効な利用を促進していくべきである。

（社会参加活動の促進）

総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」

（昭和60年）によれば．過去に社会参加活動の経験

を持つ人のうち，63％が再度の参加意向を有してい

る（図ⅠI一4）。今後．このように有意義なものであ

る社会参加活動を国民に広め，よI）多くの人の参加

欲求を顕在化させる必要がある。特に・福祉活動，

健康・医療活動，生活環境改善活動等の社会への貢

献性が高いものについては，普及，啓発，モデル事

業等を通じて，社会参加活動の意義を社会全体に定

着させ，活動に対する社会的評価を高めていかなけ

ればならない。また，福祉活動については・今後活

動への参加を一層推進するために，将来自分が助け

を必要とする立場になった場合に，活動実績が反映

されるシステムの一層の普及も有効である。

さらに，人々の参加意欲を確実に実際の活動へと

結びつけるため，次のような基盤的条件の整備を推

進する必要がある。

ア・活動場所については，利用者の意向を反映し

つつ，施設の整備，学校等既存の公的施設の有

効利用，民有施設の開放等を促進し，利用者が

施設の管理運営に参加する途も開いておくこと

が望ましい。また．施設の整備．利用等に関す

る受益者負担のあり方について検討を進める必

要がある。

イ・活動に必要な情報の収集，提供については，

施設や活動の案内等に加えて，活動の結成，運

営方法，人材バンクの設立等人材に関する情報

についても，特に充実を図る必要がある。その

方法では，活動者自らが自発的に提供する方式

を基本としながら．行政窓口の明確化や活動団

体相互の情報の交換を促進するネットワーク化

を図ることが有効である。

ウ・活動の担い手については，経験豊かな指導者

や的確な問題意識を有する人材が求められてい

ることから．行政だけではなく，活動団体や地

域の教育機関が．経験に裏付けられた，また地

域社会に密着した人材を形成する機能を果たす

ことが期待される。

ェ．社会参加活動は本来資金的に自立しているこ

とが望ましいが・社会への貢献性が高く・公的

部門の役割を補完するものについては・活動開

始の初期のいわば離陸のための援助を中心に資

金的助成が有効である。助成の主体としては，

助成を必要とする活動の多くが生活に密接に関

連した身近なものであることから，市町村が中

心となるべきである。

オ・以上のほか，社会参加活動に対する民間部門

の活動援助が一層活発に行われるよう，財団法

人，公益信託等民間非営利団体に対する優遇措

置の普及・拡充を推進する必要がある。また，

ボランティア保険等の保険制度の普及を進める

ことが必要である。

図IⅠ－4　過去に社会参加活動に参加したことのある者の再参加の意向

（過去に参加したことがあると答えた者に該当者数385人）
参加してみたいと

参加してみたいと思う　　　　　　　　　　　　　　わからない　は思わない

・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

（出典）総理府広報室「社会参加活動に関する世論調査」（昭和60年）
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む　す　び

21世紀の我が国社会を真の「長寿社会」とするた

めには，高齢化を始めとした国民生活をとりまく経

済社会の条件変化に伴う諸問題を克服し，国民の生

涯生活構造の変容を織り込んだ人生80年時代にふさ

わしい経済社会システムの設計と再構築を進めてい

く必要があり，その成否は．来るべき時代の国民生

活を生きがいとゆとりあるものとなし得るか否かの

分岐点となろう。

本政策委員会の検討の出発点は，21世紀初頭の本

格的な高齢社会の到来に備えて，高齢者を対象とし

て対策だけではなく，国民の各ライフステージにお

ける生活を対象として，社会全体として取り組む必

要があるとの基本的認識のもとに，人生において再

生産のできない貴重な資源である「時間」の視点か

ら国民の生涯にわたるトータルな福祉を考えること

であった。

こうした観点から，本報告においては，国民の生

涯生活からみた現行経済社会システムの問題を明ら

かにし，21世紀初頭の社会像と国民生活のあり方を

展望した上で，長寿社会にふさわしい新たな経済社

会システムが備えるべき基本条件として

①　経済的負担と時間的余裕を人生の特定の時期

に偏在させず，生涯を通じた自己実現を可能と

するものであること

②　教育・労働・余暇に関して，必要な時に多様

で柔軟な選択を行い得る生涯生活設計を可能と

するものであること

③　社会参加活動等を通じて，また，地域を場と

して横断的に形成される人々の結びつきを促進

するものであること

④　自立と連帯を重んじ，個性豊かな創造的活動

を促進する等の，経済社会の活力維持の機能を

もつものであること

の四条件を提示している。

今後，こうした方向で，

①　働くことを通して自己実現を可能とし，生涯

にわたる安定的な経済生活の基礎を保障する

「雇用・年金システム」

②　生涯にわたっていきいきと過ごすための心身

の基礎条件を増進し，あるいは補完する「健康・

福祉システム」

③　急速な経済社会環境の変化に対応しつつ生涯

を通じて自己研鑽や自己実現を可能とする「教

育・学習システム」

④　生涯にわたって安全で快適に暮らし，連帯感

のある人と人とのつながりをもつことを可能と

する「住宅・生活環境システム」

を，それぞれの有機的な連携を保ちつつ，21世紀ま

での残された期間内に構築していくことが必要であ

る。

その際，これら各システムに共通する基礎条件と

して，物価の安定と持続的経済成長の達成や研究開

発等を通じての国民生活の安全・安定・向上の確保，

国民負担における公平の確保及び国際化等への適切

な対応が重要であることも強調しなければならない。

こうした政策課題に応えていくために，国際的に

みても高い水準に達している消費生活等の私的なフ

ロー面に比べて立ち遅れている社会資本サービス・

住宅等のストック面を重視しつつ，経済成長の成果

を，人間形成をも含めた将来にわたる国民生活の質

の向上に積極的に配分していくよう，我が国経済の

あり方を転換していくべき時期に来ている。このこ

とによって，国際的地位にふさわしい実体を備えた

経済社会が実現されるとともに，長寿社会を支える

基盤となる経済の活力も維持，強化されることとな

る。

21世紀初頭の社会のめざすべき姿として，本報告

では，自立した個人が，様々な生活の場で連帯して

いく，活力のある社会を想定している。そこでは，

自立・自助を基本としつつ，それぞれの多様な個性

を十分に発揮でき，また個人の力の及ばないところ

は，自立を支えるものとして，互助を含めた社会的

支援が用意されていなければならない。そのために

は，国，地方公共団体，企業，個人，家庭，地域等

が，その役割と責任を自覚しつつ，協力し合うこと

が必要とされる。

そのことが実行されて初めて，後世に残すべき，

活力ある豊かな長寿社会への選択が可能となる。

83



参考資料

Ⅰ．　生涯生活時間配分フレーム分析の概要

1．分析の基本的考え方

我が国の高齢化は，欧米諸国にも例を見ないほど

のスピードで進行しており，21世紀前半には同時期

の欧米諸国の水準を上回るものとなる可能性が強い。

急速に進行する高齢化は，年金等社会保障負担の増

加をもたらすとともに，経済社会の活力と世代間の

負担の変化等を通じ，国民生活の各般にわたって大

きな影響を及ぼすものと考えられる。特に雇用の面

では高齢者の就業機会の不足を始めとする労働力需

給の質的不均衡が生じる恐れがある。

また，平均寿命の伸長は世代間での労働時間と自

由時間の配分のアンバランス等によるゆとりの欠如

をもたらすことが懸念されるところである。

このような高齢化の進行，平均寿命の伸長に伴っ

て生ずる様々な問題は，人生50年を前提とした現行

諸制度では対応が困難であり，今後の国民生活及び

生活ニーズの変化を踏まえつつ，人生80年時代の長

寿社会にふさわしい新たな経済社会システムの在り

方を明らかにする必要がある。

このための手掛かりとして，本資料においては，

国民のライフサイクルの変化を踏まえ，現役世代の

労働時間の短縮と定年延長など高齢者の雇用の促進

等により，人生80年代のライフスタイルを提示しつ

つ，各種シミュレーションにより経済的・社会的側

面からその実現可能性を検討するものである。

具体的には，昭和75年（2000年）を推計年次とし，

現行の雇用・年金システム（退職年齢，年間総実労

働時間，年齢別労働時間，年齢別賃金格差，年金支

給開始年齢）を上記ライフスタイルに沿った形で変

更した場合における一般雇用者（15歳以上で週35時

間以上就労する雇用者）の生涯生活時間構造，生涯

収支バランス等を昭和56年と比較する。その際，雇

用・年金システムは今後の国民生活及び生活ニーズ

を踏まえたいくつかのケースを設定し，予測結果か

ら望ましいシステムのあり方を探る。

推計結果の評価については，貸金上昇率，就業構

造等について外生的に扱っている変数もあり，あく

までも一定の仮定に基づくものであることに留意す

る必要がある。

なお，本推計は，事務局である経済企画庁が（社）

日本リサーチ総合研究所の協力を得て行ったもので

ある。

2．雇用・年金システムのケース設定

高齢化の進行，平均寿命の伸長に伴う国民生活の

ニーズの動向を踏まえ，以下のような雇用・年金シ

ステムのケース設定を行った。

（設定根拠等）

①　退職年齢

●60歳前半層の就労意欲が極めて高い。

●高齢者の熟練した技術・能力と豊富な経験を生

かすことが社会的に望ましく，企業もその点を

雇用延長のメリットと考えている。

②　年間総実労働時間（一人当たり）

年間総実労働時間は（年間労働日×一日当たり労

働時間）による。

ア）男子1850時間，女子1700時間のケース

●年間労働日については，週休二日制の完全実

施，週休以外の有給休暇・祝祭日の完全消化

を仮定。週休以外の有給休暇は56年の実績に

基づく。なお，女子については，これから産

休（2人出産，それぞれ12週間の休業），生理

休暇（年間12日）を差し引いて得る。

●一日当たり労働時間については，56年の実績

に基づく。

イ）男子1600時間，女子1450時間のケース

●ア）に加え，週休以外の有給休暇を欧州並と

するとともに，所定外対所定内労働時間比率

を56年の1／4とする。

労働時間の短縮は全年齢同率に短縮するケ

ースと年齢別の労働者の意向を反映させ，年

齢別に格差を設けて短縮するケースの二通り
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を設定した。「労働時間．週休二日制に関する

世論調査」（総理府広報室・54年8月実施）に

よると，年齢別にみた披庸者の労働時間短縮

の意向（「短縮してほしい」と回答したものの

割合）は．20歳代82％，30歳代78％，40歳代

75％，50歳代60％，60歳以上で67％となって

いる。ここでは，この年齢別の短縮意向度合

いを指数化した比率を用いて56年の年齢別労

働時間を短縮することによI）．格差を設ける

こととした。

③　年齢別賃金格差

●57年「雇用管理調査」（労働省）によると，過去

一年間に定年延長を行った企業のうち，定年延

長後の貸金を減額した企業は23．9％あI），その

賃金減額率は，「10－20％未満」が52．5％を占め

ている。そこで，ケース2－4においては，55

歳以上の貸金減額率を10％とする。

④　厚生年金支給開始年齢

●退職年齢65歳を踏まえて仮定。

い∴．；＝三三一目…・；＝＝・・．日．；：＝＝＝′；－・。－エ一。去－

L轟」Lヰ」匿事唇中年「一車1
L靂トヰ麿頬」唇エ中唇以備中トキ〕

L靂」ヰ享．連坐垂［亘］
3・推計のフローチャート

（基本的手順）

①　フローチャートは下図の通I）。人口を起点に，

就業構造，生活時間構造・賃金構造・社会保障構

造・消費支出構造の五つの推計ブロックから成り，

最終的に生涯収入，生涯支出及び生涯収支バラン

スを推計するものとなっている。

②　就業構造ブロックでは，行為者平均（労働力調

査，毎月勤労統計調査による一般雇用者統計ベー

ス平均）の年齢別年間総実労働時間を推計し，別

途推計した労働力人口，一般雇用人口等就業構造

により，一人の人間の生涯にわたる年齢別労働時

間を推計する。ここで，生涯計算については，あ

る時点に一瞬に生涯を終えるものと考え，その時

点の年齢別の労働時間をもって代替する。（以下，

自由時間，賃金，収入，支出について生涯計算は

同様の考え方をとる。）

③　生活時間構造ブロックでは，就業ブロックで推

計された一般雇用者平均生涯年齢別労働時間，及
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び生活必需時間の残差として自由時間を推計し，

一般雇用者平均の生涯生活時間年齢別，用途別配

分構造を得る。

④　賃金構造ブロックでは，年齢別年間賃金と就業

構造ブロックで推計された行為者平均年齢別年間

絵美労働時間から行為者平均年齢別時間当たり賃

金を推計し，同じく就業構造ブロックで推計され

た一般雇用者平均年齢別年間総実労働時間を乗じ

て一般雇用者平均年齢別年間賃金，すなわち，生

涯賃金構造を得る。また，ここでは男女別の他に・

妻の世帯当たり年間賃金を推計し，一般雇用者世

帯当たり生涯賃金構造を得る。なお，世帯は妻の

就業状況，すなわち，主婦専業，バート，一般雇

用者を考慮した平均的な世帯である。さらに生涯

退職金受取額も推計する。

⑤　社会保障構造ブロックでは，厚生年金保険につ

いて，制度に従って，一般雇用者世帯当たI）の厚

生年金受給額（夫のみ働き，妻の収入なしのケー

スを用いる。）を得る。制度は旧制度と新制度の2

ケースについて考察。

り！‘



⑥　消費支出構造ブロックでは家計調査ベース，全

国勤労者世帯について，貸金構造ブロックで推計

した年間賃金等をベースに実質消費支出関数によ

I）75年の消費支出構造（項目別シェア，消費性向）

を推計する。
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⑦　次式によリ・－一般雇用者世帯の生涯収入．支出・

収支バランスを得る。

収入（可処分所得）＝男子．・生涯賃金＋妻・生涯

賃金＋年金－非消膏支出

支出　　　　　　＝収入（可処分所得）×消青性

向

収支バランス　　＝収入－支出

総収支バランス　＝収入－支出＋男子・生涯退

職金＋妻・生涯退職金

⑧　以上の推計手順に従い・56年については実績ベ

ース．75年（2000年）については前述の四ケース

により行う。

4・主要な推計結果

①　生涯生活時間構造

65歳への雇用延長と労働時間の短縮の結果・労働

時間の特定年齢層への集中といった偏在は解消され・

男子の生涯自由時間が大幅に増加，女子については

労働力率の高まりの影響が大きく・男子ほどには増

加しない。年齢別にみると，男子については，30－34

歳と60～64歳との年間絵美労働時間の差が昭和56年

で約1240時間あったのが．約750～850時間に縮小す

る。女子については．40歳代の労働力率の高まりか

ら，40歳代の年間総実労働時間が昭和56年よ1）高ま

るが．20歳代後半には大きく減少する。

3一3　生涯労働時間
（単位：時間）

3ー4　生涯自由時間 （単位：時間）

生涯年間総実労働時間（男子）

15　　　20　　　25　　　30　　　35

1　　　i l l l

19　　　24　　　29　　　34　　　39
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生涯年間結実労働時間（女子）

二≡　　二二　　二≡　　三二　　三3　；二　；≡　　三＝二　　三≡　　÷二　　う三　　一二葺

19　　24　　29　　34　　39　　44　　　49　　54　　59　　64　　69

3－7　生涯資金（実質）

②　生涯賃金

時間当たり実質賃金が年2．5％上昇するとの仮定

の下で，生涯賃金は労働時間男子1850時間，女子1600

時間で昭和56年の男子1・34倍程度，女子1．46倍程度

となる。労働時間男子1600時間，女子1450時間で男

女とも昭和56年の1．2倍程度となる。これはケース2

（賃金減額型）においても同様である。女子につい

ては・20歳代の上昇が低く，40歳代後半から60歳代

後半が他の年齢層に比べて高い伸びとなる。
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（単位：円）

（注）（）内は対昭和56年比
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生涯年間†金（男子）

19　　24　　29　　34　　　39　　44　　49　　54　　59　　64　　69

生涯年間章金（女子）

19　　24　　29　　34　　39　　44　　49　　54　　59　　64　　69
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③　生涯収支バランス

労働時間を短縮しても，65歳への雇用延長の下で

は，男子年間1850時間・女子年間1700時間のケース

1－3においては，昭和56年よI）もゆとりが生れる

が，男子年間1600時間．女子年間1450時間のケース

4においては，現在とほぼ同程度かそれを下回る。

ライフステージ別にみると，75年においてし　教育

費負担が高まる45～49歳において，収支バランスが

前後の年齢よりも悪化する。また・雇用延長によっ

て55－59歳の時期に56年に比べてかなり収支バラン

生涯収支バランス（実費）　　　　　　　　　　　（単位：万円）

「　ヰ寒害寸志
出■■・．．．・　一．∴・．：・
仁者橿轟轟事仁一当一■仁＊日＊」L圭紅ト音1

長一、、・．・．・．・　，・　　・・－　・・

、■．・．．。1．二．　　　　－‾・－　　　　　■■　　　二‥　　．・　’’

・田■■‡■一・二　；；；・・‥　一・：・．
（注）共働き世帯（）内の数字は夫のみ有業世帯の収支バランスを100とした場合の比率。

生涯収支バランス（退職金含む）
（平均世帯）（実質）

20　　　　　30

）　　　　　i

29　　　　　34

35　　　　40　　　　45　　　　50　　　　55　　　　60歳
i　　　　）　　　　i　　　　）　　　　）　　　　）

39　　　　　44　　　　　49　　　　　54　　　　　59
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スが改善される。妻の就業の有無による家計収支バ　　就業が家計の収支に大きく貢献する。特に56年では

ランスの遠いを見ると，妻が一般雇用者である共働　　20歳代で大きく貢献していたのに対し，75年ではラ

き世帯では，主婦専業の世帯に比べ，生涯の家計収　　イフステージ全般にわたり，幅広く貢献する。

支が昭和56年で24％増昭和75年で29％増と．主婦の

生涯収支バランス（退職金含む）
（平均世帯）　（実質）

29　　　　34　　　　39　　　　44　　　　49　　　　54　　　　59

生涯年間収支バランスへの主婦就業の貢献度 （実質）

■　　．　　　　・

三■．．＋一三チエ．三■≡三≡≡エ÷≡＝二一
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④　厚生年金

75年の世帯あたり給付報酬比率（夫被用者・害毒

業主婦の場合）を各ケース毎にみれば・雇用．年金

システムが現状のままで，旧制度を適用した場合と，

労働時間を短縮（男子1850時間．女子1450時間）し，

65歳への雇用延長に対応した形で年金の支給開始年

齢を65歳に引き上げ，新制度の給付算定方成を適用

した場合においては，共に69％程度となるが，労働

時間の大幅短縮（男子1600時間．女子1450時間）の

場合には75％程度とかなり高まる。

また，制度の成熟度（老齢年金受給者数の被保険

者数に対する比率）は，旧制度によって75年まで推

格すると，26％程度まで高まると予想されるが．上

記雇用・年金システムを想定すれば．75年で22％程

度とかな1）緩和される。

世帯あたり給付報酬比率（夫被用者，養事業主婦の場合）

．三…一一一一一三

．－一≡≒…．≡三≡≡童≡≡≡エ
（注）　●標準報酬月額算出の際にベースとなる賃金の伸びは56－58年までは実能　59年以降は実質2．5％．名目5％

の上昇と仮定。
・旧制度型の年金の定額部分については56－60年までは実績・61年以降は5％の伸びとし．加給年金について
は56－61年までは実績．62年以降は5％の伸びと仮定。新制度型の基礎年金部分については61年は実績，62
年以降は5％の伸びと仮定。

・第2号被保険者の75年の平均加入期間については，新制度型はI日制度型より5年伸びると仮定。
．新制度型第3号被保険者の老齢基礎年金は国民年金任意加入者と国民年金未加入者別に推計し，加重平均によ

1）算出。

成　熟　度　の　推　移

．二・・・・＼・・．一■．一．一、・一．．・・∴・．一∴．、・，′・ヰ・，′一‘、一，・・．．・－．、，・・・二・一∴
（注）・新制度型において65歳への雇用延長による被保険者，受給者の変化は就業構造ブロックで推計した一般雇用者数

の変化によI）算出。
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村上　泰亮　東京大学教授

山崎　正和　大阪大学教授
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